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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　
 

翻　
　
　

訳東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
の
伝
播
経
路
（
三
・
完
）

─
─
日
本
・
中
国
の
「
法
学
通
論
」
か
ら
台
湾
の
「
法
学
緒
論
」
へ
─
─

王
　
　
　
泰
　
升

坂
口
　
一
成
／
訳

一　

は
じ
め
に
：
あ
る
台
湾
の
法
学
者
の
「
法
学
緒
論
」
経
験

　
（
一
）
研
究
テ
ー
マ
の
由
来

　
（
二
）
法
学
知
識
の
構
築
プ
ロ
セ
ス

二　

分
析
対
象
の
著
作
お
よ
び
研
究
方
法

　
（
一
）
研
究
テ
ー
マ
に
照
準
を
合
わ
せ
た
史
料
収
集

　
（
二
）
研
究
方
法
に
関
す
る
補
足
説
明

三　

戦
前
日
本
の
法
学
通
論

　
（
一
）
明
治
前
期
に
お
け
る
「
法
学
通
論
」
の
創
設

　
　
　

1　

明
治
初
期
の
法
学
教
育
の
概
況

　
　
　

2　

法
学
通
論
科
目
の
創
設
お
よ
び
展
開

　
（
二
）
戦
前
日
本
に
お
け
る
法
学
通
論
の
盛
衰
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翻　　　訳

　
　
　

1　

帝
国
大
学
の
場
合

　
　
　

2　

私
立
法
律
学
校
の
場
合

　
（
三
）
法
学
通
論
の
著
述
内
容

　
　
　

1　

執
筆
形
態

　
　
　

2　

想
定
さ
れ
た
科
目
の
内
容
（
以
上
、
六
九
巻
五
号
）

四　

民
国
期
中
国
の
法
学
通
論

　
（
一
）
明
治
日
本
か
ら
清
末
中
国
へ
の
伝
播

　
　
　

1　

中
国
語
に
よ
る
日
本
の
法
学
通
論
の
知
識
の
吸
収

　
　
　

2　

政
府
と
民
間
に
支
え
ら
れ
た
総
論
重
視
の
法
学
通
論

　
（
二
）
清
末
を
踏
襲
し
た
北
洋
政
府
期

　
　
　

1　

学
校
教
育
に
お
け
る
法
学
通
論
の
地
位

　
　
　

2　

北
洋
政
府
期
の
法
学
通
論
の
内
容

　
（
三
）
国
民
政
府
期
の
中
国
化
と
党
国
化

　
　
　

1　

学
制
お
よ
び
国
家
試
験
に
お
け
る
法
学
通
論
の
地
位

　
　
　

2　

国
民
政
府
期
に
お
け
る
法
学
通
論
の
内
容

　
　
　

3　

民
国
中
国
に
お
け
る
法
学
通
論
の
「
夕
陽
限
り
無
く
好
し
」（
以
上
、
六
九
巻
六
号
）

五　

戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論

　
（
一
）
台
湾
学
制
上
の
法
学
緒
論
の
発
展
プ
ロ
セ
ス

　
　
　

1　

戦
後
台
湾
の
法
と
政
治
を
め
ぐ
る
大
環
境

　
　
　

2　

台
湾
大
学
法
学
院
で
身
の
置
き
場
を
得
て
安
ら
か
に
天
寿
を
全
う
し
た
法
学
緒
論
科
目

　
（
二
）
法
学
緒
論
の
既
存
の
著
述
内
容

　
　
　

1　

台
湾
第
一
世
代
の
法
学
者
：
法
学
緒
論
教
科
書
の
塑
造

　
　
　

2　

台
湾
第
二
世
代
お
よ
び
第
三
世
代
の
法
学
者
：
刷
新
よ
り
も
踏
襲
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　

　
（
三
）
法
学
緒
論
の
機
能
お
よ
び
内
容
の
再
設
定

　
　
　

1　

知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
お
よ
び
ニ
ー
ズ
を
異
に
す
る
三
種
類
の
学
習
者

　
　
　

2　

法
学
専
攻
者
の
た
め
の
法
学
緒
論

六　

結
論
：
明
治
日
本
か
ら
民
国
中
国
を
経
て
、
戦
後
台
湾
に
至
っ
た
法
学
の
伝
播
経
路
（
以
上
、
本
号
）

五　

戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論

（
一
）
台
湾
学
制
上
の
法
学
緒
論
の
発
展
プ
ロ
セ
ス

1　

戦
後
台
湾
の
法
と
政
治
を
め
ぐ
る
大
環
境

　

一
九
四
五
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
の
台
湾
は
、
中
国
国
民
政
府
を
掌
握
す
る
国
民
党
政
権
の
統
治
に
移
り
、
別
の
歴
史
的
段

階
へ
と
進
ん
だ
。
戦
後
初
期
の
台
湾
は
、
日
本
統
治
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
外
省
人
が
政
治
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
人

数
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
文
化
に
お
い
て
継
続
し
た
の
は
、
五
〇
年
以
上
台
湾
を
統
治
し
た
戦
前
日
本
で
あ
っ
た
。

今
日
、
台
湾
大
学
社
会
科
学
院
図
書
館
に
あ
る
法
学
通
論
教
科
書
は
、
元
々
は
日
本
統
治
時
代
の
台
北
商
業
専
門
学
校
（
後
述
）
お
よ

び
台
北
帝
大
文
政
学
部
の
蔵
書
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
台
湾
の
法
学
界
は
法
学
通
論
を
決
し
て
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
先
述
の
と
お

り
、
台
北
高
校
高
等
科
の
文
科
お
よ
び
台
北
帝
大
文
政
学
部
政
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
法
学
通
論
が
な
か
っ
た
。
専
ら
台
湾
の
宗

教
を
研
究
し
て
い
た
増
田
福
太
郎
が
台
北
帝
大
理
農
学
部
農
学
科
で
「
農
業
法
律
学
」
を
担
当
し
、「
法
学
序
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
書
を
教
科
書
と
し
、
法
学
通
論
に
関
す
る
知
識
を
講
授
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

民
国
期
中
国
の
中
華
民
国
法
制
は
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
五
日
か
ら
台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
四
九
年
一

二
月
に
中
華
民
国
中
央
政
府
は
軍
事
接
収
さ
れ
た
ば
か
り
の
こ
の
海
島
に
移
転
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
年
一
〇
月
に
樹
立
さ
れ

（
201
）
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翻　　　訳

た
新
た
な
中
国
政
府
─
─
中
華
人
民
共
和
国
政
府
─
─
と
台
湾
海
峡
を
隔
て
て
政
治
的
に
対
峙
し
、
相
互
の
往
来
は
な
く
な
っ
た
。
二

〇
世
紀
を
通
じ
て
台
湾
が
唯
一
中
国
大
陸
と
同
じ
政
権
の
統
治
を
受
け
た
こ
の
四
年
間
（
一
九
四
五
〜
一
九
四
九
年
）、
台
湾
人
民
は

大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
詳
細
は
後
述
）
ま
た
は
図
書
館
に
お
い
て
、
先
述
の
民
国
中
国
に
て
中
国
化
・
党
国
化
さ
れ
た
法
学
通
論
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
法
学
通
論
書
（
表
二
参
照
）
は
、
梅
仲
協
が
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
は
日
本
を
参

考
に
し
て
い
た
た
め
、
日
本
統
治
下
台
湾
の
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
た
戦
前
日
本
の
法
学
者
に
よ
る
法
学
通
論
書
（
表
一
参
照
）
が
伝

授
す
る
法
学
の
基
本
概
念
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
源
泉
は
、
後
述
の
よ
う
に
戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論
書
（
表
三
参

照
）
の
礎
石
と
な
っ
た
。

2　

台
湾
大
学
法
学
院
で
身
の
置
き
場
を
得
て
安
ら
か
に
天
寿
を
全
う
し
た
法
学
緒
論
科
目

　

台
湾
大
学
「
暦
年
科
目
表
」（
一
九
四
七
〜
二
〇
〇
三
学
年
度
）
に
お
け
る
旧
「
法
学
院
」
各
学
系
（
現
在
は
「
社
会
科
学
院
」
お

よ
び
「
法
律
学
院
」
下
に
設
置
）
の
科
目
表
は
、
戦
後
初
期
の
台
湾
で
「
法
学
通
論
」
か
ら
「
法
学
緒
論
」
へ
移
行
し
た
プ
ロ
セ
ス
を

示
し
て
い
る
。
終
戦
後
、
旧
「
台
北
帝
国
大
学
」
は
「
国
立
台
湾
大
学
」
に
改
組
さ
れ
た
。
同
校
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
な
り
、
当

時
台
湾
で
唯
一
の
法
学
教
育
機
関
＝
台
湾
大
学
法
律
学
系
を
開
設
し
、
法
学
院
の
下
に
置
い
た
。
系
主
任
は
中
国
内
地
か
ら
来
た
洪
応

灶
で
あ
っ
た
。
台
湾
大
学
一
九
四
七
学
年
度
の
前
期
（
同
年
九
月
開
始
）・
後
期
（
一
九
四
八
年
二
月
開
始
）
の
科
目
表
に
よ
れ
ば
、

法
律
学
系
一
年
次
お
よ
び
そ
の
他
の
年
次
に
は
、「
法
学
通
論
」
ま
た
は
「
法
学
緒
論
」
と
称
す
る
科
目
は
な
か
っ
た
。
同
じ
く
台
湾

大
学
法
学
院
に
属
す
る
政
治
学
系
・
商
学
系
に
も
こ
の
科
目
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
経
済
学
系
の
二
〜
四
年
次
に
は
必
修
の
「
法
律
概

論
」
が
あ
り
、
し
か
も
法
律
学
系
の
洪
遜
欣
が
担
当
し
た
。
注
意
に
値
す
る
こ
と
は
、
台
湾
大
学
法
学
院
が
台
湾
省
行
政
専
科
学
校

（
日
本
統
治
時
代
の
台
北
高
等
商
業
学
校
）
を
併
合
し
た
こ
と
に
よ
り
設
置
し
た
普
通
行
政
専
修
科
に
お
い
て
は
、
二
年
次
科
目
に
必

（
202
）

（
203
）

（
204
）
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　

修
の
「
法
学
通
論
」
が
あ
り
、
満
洲
国
長
春
法
政
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
陳
宝
川
が
担
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
科
目
配
置
は
、
先
述
の
戦
後
初
期
の
中
国
の
文
脈
（
一
九
四
二
年
の
法
学
通
論
廃
止
に
関
す
る
教
育
部
の
決
定
は
徹
底
執

行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
は
過
去
よ
り
も
法
律
・
政
治
・
経
済
学
科
を
そ
れ
ぞ
れ
専
門

に
よ
り
区
別
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
た
め
、
た
と
え
歴
史
的
に
残
さ
れ
た
「
法
学
院
」
の
看
板
を
な
お
共
に
戴
き
つ
つ
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
系
を
設
置
し
た
。
法
学
通
論
は
常
に
「
法
学
の
深
み
が
足
り
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
法
律
家
を
養
成
す
る

法
律
学
系
の
一
年
次
に
つ
い
て
は
、
法
律
専
門
科
目
と
し
な
か
っ
た
。
逆
に
、
法
律
を
専
門
と
し
な
い
が
、
国
家
法
に
つ
い
て
概
略
的

な
認
識
が
求
め
ら
れ
た
学
系
に
お
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
以
後
、
中
国
の
諸
法
（
各
論
）
を
カ
バ
ー
す
る
法
学
通
論
が
常
に
必
修
と

さ
れ
た
。
当
時
の
台
湾
大
学
経
済
学
系
は
、
よ
り
適
切
に
「
法
律
概
論
」
と
称
し
て
い
た
。

　
「
法
学
緒
論
」
と
称
す
る
科
目
は
、
一
九
四
二
年
に
中
国
で
開
催
さ
れ
た
教
育
会
議
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
創
設

は
一
九
四
九
年
の
台
湾
で
あ
っ
た
。
専
ら
法
律
学
系
一
年
次
生
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
法
学
緒
論
は
、
一
九
四
九
年
に
初
め
て
台
湾
の

法
学
教
育
に
登
場
し
た
。
台
湾
大
学
の
一
九
四
八
学
年
度
後
期
（
一
九
四
九
年
二
月
開
始
）
の
法
律
学
系
の
科
目
表
に
は
、
一
年
次
の

必
修
と
し
て
、
梅
仲
協
が
担
当
す
る
「
法
学
緒
論
」（
半
期
）
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
梅
仲
協
は
一
九
四
九
年
一
月
に
台
湾
大
学
法
律

学
系
に
着
任
し
、
同
年
二
月
の
後
期
か
ら
こ
の
法
学
緒
論
を
担
当
し
た
。
梅
は
ま
さ
に
教
育
部
の
一
九
四
二
年
の
決
議
に
参
与
し
て
お

り
、
法
学
院
各
系
学
生
に
対
し
て
、
法
学
の
一
般
原
理
の
み
に
重
点
を
置
い
た
法
学
緒
論
を
講
じ
た
。
台
湾
大
学
の
一
九
四
八
学
年
度

の
科
目
表
に
お
い
て
は
ま
た
、
法
学
通
論
を
「
法
学
院
共
通
必
修
」
と
見
る
傾
向
が
あ
り
、
政
治
学
系
は
経
済
学
系
が
す
で
に
開
設
し

て
い
た
「
法
律
概
論
」
を
一
年
次
の
必
修
と
し
、
経
済
学
系
は
「
法
律
概
論
」
を
二
年
次
の
必
修
と
確
定
す
る
と
同
時
に
、
商
学
系
も

「
法
学
通
論
」（「
概
論
」
で
は
な
か
っ
た
。
陳
戚
鵬
担
当
）
を
一
年
次
の
必
修
と
し
た
。
だ
が
後
述
の
よ
う
に
、
商
学
系
は
次
の
学
年

度
か
ら
「
法
学
通
論
」
を
廃
止
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
四
八
学
年
度
の
後
期
終
了
時
の
一
九
四
九
年
六
月
は
ま
た
、
大
学
課
程
の
一

（
205
）

（
206
）
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翻　　　訳

部
と
し
て
の
法
学
通
論
が
台
湾
で
最
後
の
姿
を
見
せ
た
時
で
も
あ
り
、
同
年
末
に
民
国
期
中
国
（
中
国
の
中
華
民
国
）
も
終
わ
り
を
告

げ
た
。
も
っ
と
も
、
中
華
民
国
政
府
の
台
湾
移
転
後
の
考
試
院
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
台
湾
で
実
施
し
た
普
通
試
験
の
試
験
科
目
に
は

な
お
「
法
学
通
論
」
が
あ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
留
学
経
験
の
あ
る
梅
仲
協
の
法
学
緒
論
に
対
す
る
認
知
お
よ
び
重
視
は
、
先
述
の
教
育
部
決
議
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
多
く

は
そ
の
法
学
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
由
来
す
る
。
梅
仲
協
は
一
九
四
三
年
に
中
国
の
重
慶
で
出
版
し
た
『
法
律
論
』
に
お
い
て
、

「
我
々
が
法
規
範
の
内
容
を
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
社
会
生
活
の
状
態
、
と
り
わ
け
経
済
・
歴
史
と
そ
の
他
の
条
件
を
徹
底
的
に
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
の
た
め
「
実
定
法
の
解
読
は
、
条
文
の
注
釈
に
偏
ら
ざ
る
を
え
ず
、
支
離
滅
裂
・
無
味
乾
燥
に
な
っ

て
お
り
…
…
法
理
学
的
検
討
を
重
視
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
要
領
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、
し
か
も
「
法
治
国
に
お
い
て
、
政
治
・

経
済
上
の
一
切
の
措
置
は
、
必
ず
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
忠
実
に
遵
守
さ
れ
え
ず
、
推
進
に
利
さ
な
い
た
め
、
政
治
家
と
経
済
学
者

も
法
の
原
理
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
」
と
述
べ
た
。
梅
仲
協
は
法
が
特
定
の
社
会
的
文
脈
の
産
物
で
あ
る

と
い
う
知
識
論
の
立
場
に
基
づ
き
、
法
学
の
一
般
原
理
を
講
授
す
る
こ
の
法
学
緒
論
に
つ
い
て
は
、
法
律
系
の
学
生
が
履
修
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
政
治
系
・
経
済
系
の
学
生
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
「
法
学
緒
論
」
は
こ
こ
か
ら
台
湾
の
法
学
お
よ
び
社
会
科
学
教
育
に
お
い
て
、
次
第
に
肯
定
さ
れ
、
か
つ
そ
の
名
称
を
確
立
し
て
い

っ
た
。
台
湾
大
学
の
一
九
四
九
学
年
度
科
目
表
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
系
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
初
め
て
四
年
次
必
修
と
し
て
「
法
理
学
」

が
登
場
し
た
が
、
法
学
緒
論
（
半
期
、
梅
仲
協
担
当
）
は
引
き
続
き
一
年
次
必
修
と
さ
れ
た
。
戦
前
日
本
の
法
科
教
育
が
法
理
学
を
重

視
し
、
法
学
通
論
を
軽
視
し
た
こ
と
に
比
べ
て
、
戦
後
台
湾
の
法
学
教
育
は
こ
こ
で
「
一
年
次
の
法
学
緒
論
で
入
門
し
、
四
年
次
の
法

理
学
で
総
括
す
る
」
学
習
モ
デ
ル
を
設
定
し
、
し
か
も
後
述
の
よ
う
に
こ
れ
が
数
十
年
続
い
た
。
政
治
学
系
は
新
旧
併
存
の
配
置
で
あ

っ
た
。
一
年
次
必
修
に
法
学
緒
論
（
半
期
、
梅
仲
協
担
当
）
を
追
加
し
た
が
、
三
年
次
必
修
と
し
て
な
お
「
法
律
概
論
」（
通
年
、
陳
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茂
源
担
当
）
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
科
目
配
置
は
、「
法
学
緒
論
」
で
は
法
学
の
一
般
原
理
し
か
講
じ
な
い
の
に
対
し
て
、「
法
律
概

論
」
で
は
諸
法
の
概
要
を
合
わ
せ
て
講
授
す
る
た
め
、
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
当
時
、
経
済
学
系
は
二
年
次
必
修
の

法
律
概
論
（
陳
茂
源
担
当
）
を
維
持
し
て
い
た
。
商
学
系
は
一
年
次
必
修
の
法
学
通
論
を
削
除
し
た
。

　

一
九
五
〇
学
年
度
に
至
り
、
法
学
緒
論
は
す
で
に
台
湾
大
学
法
学
院
の
三
学
系
（
法
律
・
政
治
・
経
済
）
の
必
修
科
目
で
あ
っ
た
。

こ
の
学
年
度
か
ら
、
一
年
次
に
「
共
通
必
修
」
の
三
民
主
義
が
加
わ
っ
た
。
だ
が
、
法
律
学
系
は
な
お
一
年
次
必
修
の
法
学
緒
論
（
梅

仲
協
担
当
）
を
維
持
し
、
し
か
も
半
期
か
ら
通
年
科
目
に
変
更
し
た
。
政
治
学
系
は
法
律
学
系
と
同
様
に
一
年
次
必
修
で
通
年
の
法
学

緒
論
（
梅
仲
協
担
当
）
を
採
用
し
た
が
、
元
々
必
修
で
あ
っ
た
法
律
概
論
を
廃
止
し
た
。
経
済
学
系
も
「
法
学
緒
論
」（
洪
遜
欣
担

当
）
を
二
年
次
必
修
に
改
め
る
と
同
時
に
、
選
択
科
目
の
「
法
律
概
論
」（
陳
茂
源
担
当
）
を
開
設
し
た
上
で
、「
補
充
的
履
修
ま
た
は

再
履
修
の
学
生
の
た
め
に
開
講
す
る
」
と
注
記
し
た
。
理
論
上
、
こ
の
両
科
目
は
名
称
の
み
な
ら
ず
、
内
容
も
異
な
る
た
め
、
二
つ
の

ク
ラ
ス
に
分
け
て
講
義
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
商
学
系
は
そ
の
一
年
前
に
法
学
通
論
を
廃
止
し
て
お
り
、
法
律
知
識
の
重
要
性
を
認
め

な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
当
時
、
一
年
次
必
修
と
し
て
「
民
法
総
則
」（
梅
仲
協
担
当
）
が
あ
っ
た
。
そ
の
講
義
内
容
は
法
学

の
一
般
原
理
で
は
な
く
、
民
法
典
の
一
編
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

台
湾
大
学
法
律
学
系
は
「
法
律
専
修
科
」
を
「
司
法
ク
ラ
ス
」
に
転
換
す
る
に
当
た
っ
て
、
法
学
緒
論
を
補
充
的
に
履
修
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
特
別
に
求
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
法
律
学
習
に
お
い
て
必
要
な
専
門
科
目
で
あ
る
と
認
め
た
に
等
し
く
、
ま
た

既
存
の
必
修
の
法
理
学
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
戦
前
の
日
本
と
は
異
な
る
）。
す
な
わ
ち
先
述
の
一
九
五
〇
学
年
度
の

台
湾
大
学
法
学
院
各
学
系
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
状
況
は
、
基
本
的
に
そ
の
後
も
続
い
た
。
だ
が
、
一
九
五
三
年
に
司
法
行
政
部
が
司
法

官
人
才
を
養
成
す
る
た
め
に
、
台
湾
大
学
法
学
院
内
に
修
業
年
限
三
年
の
「
法
律
専
修
科
」
を
設
置
し
、
一
九
五
五
年
に
は
そ
れ
を
修

業
年
限
四
年
の
法
律
学
系
司
法
ク
ラ
ス
へ
と
改
組
し
、
原
法
律
学
系
は
法
律
学
系
法
学
ク
ラ
ス
と
な
っ
た
。
元
来
、
修
業
年
限
が
一
年

（
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少
な
い
状
況
下
で
、
日
本
明
治
期
の
速
成
科
の
特
色
を
有
す
る
法
律
専
修
科
に
は
、
一
年
次
必
修
科
目
と
し
て
三
民
主
義
は
あ
っ
た
が
、

法
学
緒
論
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
直
接
的
に
憲
法
、
民
法
総
則
、
刑
法
総
論
、
司
法
制
度
等
を
必
修
と
し
た
。
そ
こ
で
一
九
五
五
学
年

度
の
科
目
表
に
お
い
て
、
法
学
緒
論
（
陳
樸
生
に
担
当
変
更
）・
憲
法
・
民
法
総
則
が
法
律
学
系
法
学
ク
ラ
ス
お
よ
び
司
法
ク
ラ
ス
の

一
年
次
の
必
修
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
司
法
ク
ラ
ス
三
年
次
課
程
に
、
必
修
の
法
学
緒
論
が
追
加
さ
れ
、「
司
法
ク
ラ
ス
一
年
次
と
合
同

開
講
」
と
特
記
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
方
で
両
者
の
講
義
内
容
が
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
他
方
で
は
三
年
次
生
は
す
で
に
二

年
間
法
学
を
学
び
、
し
か
も
四
年
次
に
は
法
理
学
が
必
修
と
さ
れ
て
い
た
が
、
な
お
そ
れ
ま
で
履
修
し
た
こ
と
の
な
い
法
学
緒
論
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
一
年
次
の
法
学
緒
論
で
入
門
し
、
四
年
次
の
法
理
学
で
総
括
す
る
」
学
習
モ
デ
ル
が
し
っ

か
り
と
堅
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

一
九
五
七
学
年
度
に
は
、
台
湾
大
学
法
学
院
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
唯
一
法
学
緒
論
を
必
修
と
し
て
い
な
か
っ
た
商
学
系
が
、
そ
れ
を

一
年
次
必
修
と
し
た
（
梅
仲
協
担
当
）。
三
・
四
年
次
課
程
は
会
計
銀
行
ク
ラ
ス
・
国
際
貿
易
ク
ラ
ス
の
い
ず
れ
に
分
属
す
る
か
に
よ

っ
て
異
な
っ
た
。
こ
こ
一
九
五
七
年
の
台
湾
に
至
り
、
教
育
部
が
一
九
四
二
年
に
中
国
に
お
い
て
行
っ
た
法
学
通
論
を
廃
止
し
、
法
学

緒
論
を
法
学
院
共
通
の
必
修
と
す
る
決
議
が
、
名
称
か
ら
実
質
に
至
る
ま
で
実
現
さ
れ
た
。
法
学
緒
論
科
目
は
一
九
四
九
年
に
初
め
て

台
湾
大
学
法
律
学
系
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
現
れ
て
か
ら
、
一
九
五
七
年
に
は
法
学
院
の
そ
の
他
の
学
系
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
広
が

っ
た
。
そ
の
最
も
カ
ギ
と
な
っ
た
重
要
人
物
は
、
一
九
五
〇
年
八
月
か
ら
一
九
五
八
年
九
月
ま
で
法
律
学
系
主
任
を
務
め
た
梅
仲
協
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
的
な
歴
史
の
展
開
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
法
科
の
予
科
段
階
で
法
学
通
論
を
必
修
と
し

て
い
た
中
国
北
洋
政
府
期
に
戻
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
当
該
「
法
科
」
の
観
念
は
ま
た
戦
前
日
本
の
「
法
律
・
政
治
・
経
済
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
て
法
律
・
政
治
・
経
済
・
商
の
各
学
系
に
分
け
、
各
学
科
を
独
自
に

発
展
さ
せ
る
と
い
う
戦
後
の
学
制
の
基
本
的
精
神
と
合
致
す
る
か
は
、
実
に
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
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ま
た
こ
の
た
め
、
法
学
緒
論
は
そ
の
後
、
法
学
院
各
学
系
共
通
の
必
修
科
目
で
は
な
く
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
な
お
一
定
程
度
重
視

さ
れ
た
。
台
湾
大
学
法
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
一
九
五
九
学
年
度
に
逆
転
し
た
。
法
律
学
系
の
法
学
緒
論
を
重
視
す
る
立
場
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
が
、
政
治
・
経
済
・
商
学
系
は
そ
れ
ま
で
一
・
二
年
次
の
必
修
と
し
て
い
た
法
学
緒
論
を
「
民
法
概
要
」（
必
修
）
に

変
更
し
た
。
台
湾
大
学
法
学
院
は
一
九
六
〇
学
年
度
に
社
会
学
系
を
開
設
し
た
。
同
学
系
も
当
初
、
法
学
緒
論
を
一
年
次
必
修
と
せ
ず
、

一
九
六
二
学
年
度
か
ら
は
他
の
学
系
と
同
様
に
、
民
法
概
要
を
必
修
と
し
た
。
だ
が
、
法
学
院
の
法
律
学
系
以
外
の
学
系
が
法
学
緒
論

を
復
活
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
比
較
的
粗
略
な
観
察
で
は
あ
る
が
、
政
治
学
系
は
一
九
七
一
学
年
度
に
は
な
お
民
法
概
要
を
一
年
次

必
修
と
し
て
い
た
が
、
一
九
七
二
学
年
度
に
は
法
学
緒
論
を
一
年
次
必
修
に
改
め
、
政
治
学
系
の
教
員
（
林
福
順
、
姚
淇
清
）
が
担
当

し
た
。
ま
た
一
九
八
一
・
一
九
九
一
・
二
〇
〇
一
学
年
度
に
お
い
て
も
、
同
様
の
モ
デ
ル
の
科
目
配
置
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
済
学
系
は
一
九
七
一
学
年
度
に
お
い
て
は
な
お
民
法
概
要
を
二
年
次
必
修
と
し
て
い
た
が
、
一
九
八
一
・
一
九
九
一
学
年
度
の
二
年

次
必
修
は
法
学
緒
論
で
あ
っ
た
（
法
律
学
系
の
教
員
が
担
当
）。
だ
が
、
二
〇
〇
一
学
年
度
は
民
法
概
要
を
（
二
年
次
で
は
な
く
）
一

年
次
の
必
修
と
し
た
。
社
会
学
系
は
一
九
七
一
学
年
度
に
お
い
て
は
一
年
次
必
修
の
民
法
概
要
を
維
持
し
、
一
九
八
一
学
年
度
は
同
様

に
法
学
緒
論
（
姚
淇
清
担
当
）
を
二
年
次
必
修
と
し
た
が
、
一
九
九
一
学
年
度
に
は
法
学
緒
論
ま
た
は
民
法
概
要
は
見
当
た
ら
な
い
。

二
〇
〇
一
学
年
度
に
は
再
び
二
年
次
必
修
の
法
学
緒
論
（
顔
厥
安
担
当
）
が
あ
っ
た
。
商
学
系
各
ク
ラ
ス
は
省
略
す
る
。

　

一
九
四
九
年
一
一
月
九
日
に
行
政
院
が
台
湾
で
再
始
動
し
た
際
、
行
政
院
教
育
部
の
管
轄
す
る
大
学
は
台
湾
大
学
だ
け
で
あ
っ
た
た

め
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
が
法
学
緒
論
と
い
う
科
目
に
つ
い
て
し
た
位
置
づ
け
は
、
必
然
的
に
教
育
部
が
そ
の
後
に
成
立
し
た
他
の
法

律
学
系
を
一
律
に
規
律
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
影
響
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
一
九
五
二
年
に
書
記
官
養
成
の
た
め
に
設
立
さ
れ

た
台
湾
省
立
行
政
専
科
学
校
司
法
行
政
科
、
お
よ
び
一
九
五
五
年
に
そ
れ
が
台
湾
省
立
法
商
学
院
に
改
組
さ
れ
た
際
に
設
置
さ
れ
た
法

律
学
系
（
学
校
全
体
は
後
に
国
立
中
興
大
学
法
商
学
院
に
改
組
さ
れ
た
。
一
般
的
に
は
「
中
興
法
商
学
院
」
と
呼
ば
れ
た
。
現
在
は
国
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立
台
北
大
学
）、
さ
ら
に
「
復
校
」
を
名
目
に
、
実
際
に
は
一
九
五
四
年
に
台
湾
で
創
設
さ
れ
た
東
呉
大
学
法
律
学
系
、
お
よ
び
一
九

五
七
年
設
立
の
軍
法
学
校
（
そ
の
後
、
政
戦
学
校
法
律
学
系
、
国
防
管
理
学
院
法
律
学
系
を
経
て
、
現
在
は
国
防
大
学
法
律
学
系
）、

一
九
六
三
年
設
立
の
輔
仁
大
学
法
律
学
系
、
一
九
六
六
年
創
設
の
文
化
大
学
法
律
学
系
、
一
九
八
〇
年
設
立
の
東
海
大
学
法
律
学
系
な

ど
が
あ
る
。

　

今
日
、
百
花
斉
放
の
台
湾
法
学
教
育
に
お
い
て
、
も
は
や
法
学
緒
論
に
つ
い
て
の
権
威
あ
る
唯
一
の
立
場
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
存

在
の
意
義
ま
た
は
価
値
を
検
討
し
、
そ
れ
が
有
す
べ
き
内
包
を
考
え
る
時
機
が
到
来
し
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
台
湾
大
学
法
律
学
系

は
一
九
八
三
・
一
九
八
四
両
学
年
度
の
法
学
緒
論
を
休
講
し
た
。
一
九
八
五
年
に
は
再
び
開
講
し
た
が
、
選
択
科
目
と
な
っ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
学
生
の
間
で
は
か
な
り
人
気
を
博
し
た
よ
う
で
あ
り
、
一
九
八
九
学
年
度
か
ら
は
異
な
る
教
員
に
よ
り
二
ク
ラ
ス
を
開
講

し
て
選
択
の
幅
を
広
げ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
四
学
年
度
か
ら
数
年
間
は
、
異
な
る
教
員
に
よ
る
三
ク
ラ
ス
開
講
で
あ
っ
た
。
台
湾
全
体

に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
に
権
威
主
義
的
支
配
が
終
焉
を
迎
え
、
続
々
と
設
立
さ
れ
た
法
学
教
育
機
関
は
量
的
に
多
い
だ
け

で
は
な
く
、
ま
た
多
様
性
も
あ
り
、
種
々
の
法
学
教
育
改
革
プ
ラ
ン
が
絶
え
間
な
く
提
起
さ
れ
て
は
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
い
わ

ゆ
る
「
法
学
緒
論
」
に
つ
い
て
も
当
然
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
ま
た
は
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
一
般
的

に
は
重
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
法
学
緒
論
と
い
う
科
目
お
よ
び
そ
の
内
包
は
、
中
国
で
発
議
さ

れ
た
が
、
真
に
実
践
に
移
さ
れ
た
の
は
台
湾
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
根
本
的
に
戦
後
台
湾
の
産
物
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
さ
ら
に

関
連
す
る
著
作
の
変
遷
を
考
察
す
る
。
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　
（
二
）
法
学
緒
論
の
既
存
の
著
述
内
容

1　

台
湾
第
一
世
代
の
法
学
者
：
法
学
緒
論
教
科
書
の
塑
造

　

一
九
五
三
年
に
、
林
紀
東
は
か
つ
て
民
国
期
中
国
で
編
集
・
執
筆
し
た
『
法
律
概
論
』（
表
二
─
一
四
）
を
大
幅
に
改
訂
し
た
『
法

学
通
論
』（
表
三
─
一
Ａ
）
を
台
湾
で
出
版
し
た
。
台
湾
で
完
成
し
た
最
初
の
法
学
緒
論
書
が
ま
さ
に
「
法
学
通
論
」
の
名
を
用
い
た

こ
と
は
、
民
国
中
国
の
法
学
通
論
書
が
、
戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論
に
横
滑
り
し
て
き
た
歴
史
的
軌
跡
の
証
左
で
あ
る
。
林
紀
東
が
一
九

四
七
年
に
中
国
で
出
版
し
た
書
は
元
々
、
台
湾
大
学
の
一
九
四
七
・
一
九
四
八
学
年
度
科
目
表
に
も
あ
っ
た
「
法
律
概
論
」
に
用
い
ら

れ
た
。
一
九
五
三
年
版
に
お
い
て
林
紀
東
は
「
法
学
通
論
は
…
…
法
学
専
攻
者
に
必
需
の
入
門
書
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
近
代
法
治
国

に
お
い
て
は
、
法
学
専
攻
で
は
な
い
一
般
の
人
も
、
法
学
通
論
を
通
じ
て
法
の
総
合
的
ま
た
は
概
括
的
知
識
を
得
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
七
年
に
「
法
律
概
論
」
の
名
の
下
で
、
法
学
一
年
生
と
専
門
外
の
一
般
人
の
ニ
ー
ズ
を
同
時
に
満
た
そ
う
と

し
た
こ
と
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
林
紀
東
は
続
け
て
「
十
年
前
に
類
書
を
執
筆
し
、
…
…
十
年
経
ち
、
…
…
法
制
の
多

く
は
も
と
よ
り
変
更
さ
れ
、
法
学
理
論
に
も
変
遷
が
あ
る
。
著
作
の
責
任
上
、
修
正
を
加
え
て
、
読
者
に
新
し
い
法
制
度
・
理
論
を
紹

介
す
る
必
要
が
あ
る
。
…
…
本
書
は
一
部
を
除
き
、
旧
稿
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
ほ
か
、
大
部
分
は
新
た
に
書
き
下
ろ
し
、
と
り
わ

け
法
的
見
識
の
涵
養
に
重
点
を
置
い
た
」
と
述
べ
た
。
し
か
も
両
書
を
対
照
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
相
違
点
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
一
九
四
七
年
の
『
法
律
概
論
』
は
総
論
と
各
論
の
二
編
か
ら
な
る
。
総
論
（
全
七
章
）
は
法
学
の
一
般
原
理
を
論
じ
、
計
七
四
頁

で
あ
る
。
各
論
（
全
七
章
）
は
諸
法
を
論
じ
、
計
一
四
四
頁
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
論
が
多
く
の
紙
幅
を
占
め
る
。
他
方
、
一
九
五

三
年
の
『
法
学
通
論
』
は
章
に
し
か
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
学
の
一
般
原
理
を
論
じ
る
第
一
章
か
ら
第
一
二
章
ま
で
は
計
一
三
八
頁

で
あ
る
の
に
対
し
、
諸
法
を
論
じ
る
第
一
三
章
か
ら
第
一
五
章
ま
で
は
計
四
九
頁
と
、
明
ら
か
に
少
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
一
九
五
三

年
の
『
法
学
通
論
』
は
法
学
原
理
の
講
述
に
重
き
を
置
き
、
一
九
四
二
年
の
教
育
部
決
議
が
考
え
る
「
法
学
緒
論
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
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翻　　　訳

大
き
く
な
か
っ
た
が
、
林
紀
東
は
な
お
旧
名
を
好
ん
で
用
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
法
学
緒
論
」
の
名
称
が
台
湾
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
二
〇
年
余
り
が
経
っ
て
か
ら
、
林
紀
東
は
こ
れ
を
用
い
る
よ
う

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
七
二
年
の
同
編
著
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
一
Ｂ
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
八
月
か
ら
台
湾
大
学

法
律
学
系
で
教
鞭
を
執
っ
た
林
紀
東
は
、
台
湾
大
学
法
学
院
で
は
法
学
緒
論
を
担
当
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
出
版
社
が
一
九
五
三
年

に
林
紀
東
の
執
筆
し
た
『
法
学
通
論
』
を
「
国
民
基
本
知
識
叢
書
」
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
書
の
主
要
読
者
層
が
法
学
院
の
学
生
に

設
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
、
大
学
の
科
目
名
を
気
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
七
二
年
の
林
紀
東
編
著
『
法
学
緒
論
』
は
、
中
表
紙
で
明
確
に
「
部
定
大
学
用
書
」
と
表
示
し
、
し
か
も
主
編
は
教
育
部
大
学
用

書
編
審
委
員
会
、
出
版
者
は
国
立
編
訳
館
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
台
湾
に
来
て
か
ら
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
容
を
し
っ
か
り

と
統
制
し
て
き
た
教
育
部
は
、
大
学
法
律
学
系
一
年
次
必
修
と
し
て
法
学
緒
論
を
指
定
し
た
ほ
か
、
さ
ら
に
林
紀
東
に
当
該
科
目
の
教

科
書
の
編
集
を
依
頼
し
た
。
林
紀
東
も
そ
の
た
め
書
名
に
つ
い
て
教
育
部
所
定
の
「
法
学
緒
論
」
を
採
用
し
た
。
続
い
て
一
九
七
八
年
、

民
間
の
五
南
出
版
社
が
再
び
「
大
学
用
書
」
の
位
置
づ
け
で
、
林
紀
東
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
一
Ｃ
）
を
出
版
し
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
の
台
湾
の
市
井
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
少
数
な
が
ら
も
民
国
中
国
産
の
法
学
通
論
書
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

先
述
の
す
で
に
中
国
化
・
党
国
化
さ
れ
た
一
九
三
九
年
の
楼
桐
孫
編
著
『
法
学
通
論
』（
表
二
─
一
一
）
が
、
正
中
書
局
に
よ
り
一
九

五
三
年
に
台
湾
で
再
び
発
行
さ
れ
た
。
当
時
立
法
委
員
で
あ
っ
た
楼
桐
孫
は
一
九
五
二
年
一
月
付
け
の
「
序
」
に
お
い
て
、
一
九
三
九

年
に
完
成
し
た
原
稿
（
表
二
─
一
一
）
を
そ
の
後
に
公
布
さ
れ
た
中
華
民
国
憲
法
等
の
新
た
な
資
料
に
よ
り
訂
正
し
た
が
、「
全
体
的

な
輪
郭
、『
拙
著
が
読
者
を
三
民
主
義
の
法
治
の
大
道
に
導
か
ん
こ
と
を
望
む
』
と
し
た
従
来
の
野
心
は
な
お
で
き
る
限
り
原
状
を
保

ち
、
…
…
今
日
、
我
々
は
反
共
反
ソ
の
自
由
中
国
（
著
者
注
：
台
湾
）
に
お
い
て
総
理
遺
教
（
著
者
注
：
す
な
わ
ち
三
民
主
義
）
を
最

高
指
導
原
理
と
す
る
法
学
通
論
に
修
正
し
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
は
い
る
が
、
形
式
的
に
は
西
洋
式
の
政
党
政
治
を
支
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　

持
す
る
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
た
め
、
台
湾
で
発
行
さ
れ
た
同
書
に
は
訓
政
時
期
の
「
党
治
法
治
」
に
類
す
る
論
調
は
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
た
。
楼
桐
孫
が
一
九
四
九
年
に
政
府
と
共
に
台
湾
に
移
っ
て
き
た
後
に
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
記
録
は
、
現
時
点
で
は
管
見

に
は
及
ば
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
台
湾
法
学
に
対
す
る
同
書
の
影
響
は
お
そ
ら
く
相
当
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
先
述
の

「
党
治
法
治
」
を
宣
揚
し
た
朱
采
真
・
毛
家
騏
の
『
法
学
通
論
』
は
、
台
湾
で
は
流
通
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
何
任
清
が
民
国
期
中
国
で
執
筆
し
た
『
法
学
通
論
』（
表
二
─
一
二
）
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
台
湾
で
出
版
さ
れ
た
。

何
任
清
は
一
九
四
五
年
に
中
国
の
重
慶
で
、
大
学
の
教
科
書
と
し
て
『
法
学
通
論
』
を
執
筆
し
た
。
そ
の
た
め
同
書
は
当
時
の
中
国
の

通
説
的
立
場
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
何
は
台
湾
に
移
っ
た
後
、
司
法
官
に
就
く
と
同
時
に
、
東
呉
大
学
・
軍
法
学
校
・
政
治

大
学
・
輔
仁
大
学
等
で
同
書
を
教
科
書
と
し
て
講
義
を
行
い
、
ま
た
一
九
八
四
年
に
は
従
来
の
書
名
で
あ
る
「
法
学
通
論
」
の
ま
ま
増

訂
版
を
出
版
し
た
。
そ
の
増
訂
版
の
「
は
し
が
き
」［
本
書
簡
介
］
に
は
、「
法
学
通
論
は
一
般
法
学
と
も
い
う
。
け
だ
し
そ
の
研
究
の

中
心
は
法
学
全
般
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
…
…
こ
こ
に
時
勢
の
求
め
に
応
じ
て
、
多
く
の
法
理
思
想
に
関
す
る
資
料
を
追
加
し
た
」
と

あ
る
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
法
学
の
一
般
原
理
に
関
す
る
議
論
で
あ
り
、
そ
の
た
め
同
時
期
の
台
湾
で
「
法
学
緒
論
」
と

称
し
て
い
た
著
作
と
、
何
ら
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　

戦
後
台
湾
に
お
け
る
「
法
学
緒
論
の
父
」
と
呼
び
う
る
梅
仲
協
は
、
一
九
五
四
年
に
「
法
学
緒
論
」
を
書
名
と
し
た
最
初
の
法
学
緒

論
教
科
書
を
出
版
し
た
（
表
三
─
二
）。
梅
仲
協
は
、
一
九
四
二
年
に
教
育
部
が
法
学
緒
論
を
法
学
院
各
学
系
の
共
通
必
修
と
し
、
重

点
は
法
学
原
理
の
講
述
に
置
き
、
諸
法
の
概
要
に
は
触
れ
な
い
と
決
定
し
た
が
、
そ
の
構
成
を
規
定
し
な
か
っ
た
た
め
、
次
の
よ
う
な

構
成
を
採
っ
た
と
す
る
。

　

第
一
編
を
法
論
と
し
、
法
の
本
質
お
よ
び
法
と
そ
の
他
の
社
会
科
学
と
の
関
係
を
説
明
し
、
…
…
第
二
編
を
法
思
想
史
大
綱
と
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翻　　　訳

し
、
西
洋
法
の
理
念
を
叙
述
し
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
現
代
ま
で
の
各
学
説
の
要
旨
を
説
き
示
す
ほ
か
、
特
に
わ
が
国
（
著
者
注
：
中

国
を
指
す
）
の
始
皇
帝
以
前
の
古
代
法
思
想
を
詳
し
く
説
明
し
、
我
々
の
先
哲
碩
儒
の
、
世
界
文
化
に
お
い
て
異
彩
を
放
っ
た
法

原
理
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

法
学
緒
論
と
い
う
科
目
に
つ
い
て
、
本
書
は
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
ず
、
自
信
を
持
っ
て
確
定
版
と
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

梅
仲
協
は
近
代
的
意
義
に
お
け
る
中
国
法
が
西
洋
法
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
律
家
が
同
書
第
一
編
の
「
法
論
」
の
内
容
を
徹

底
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
西
洋
の
法
思
想
史
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
第
二
編
で
「
法
思
想
史
大

綱
」
を
論
じ
た
。
先
述
の
と
お
り
、
中
国
の
民
国
末
期
に
お
い
て
は
、
な
お
一
般
的
に
法
学
通
論
の
含
有
す
る
法
学
の
深
み
が
足
り
な

い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
は
法
学
の
専
門
科
目
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
梅
仲
協
は
「
新
し
い
」
法
学
緒
論
を
法
律
学
系
一
年
次
の

必
修
科
目
と
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
、
知
識
の
深
さ
を
近
代
法
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
西
洋
法
思
想
に
求
め
た
。
だ
が
、
法
学
緒

論
に
中
国
的
特
色
が
あ
る
こ
と
を
顕
彰
し
、
も
っ
て
北
洋
政
府
期
に
多
く
が
日
本
の
法
学
通
論
書
を
模
し
て
い
た
状
況
を
乗
り
越
え
る

た
め
、
梅
仲
協
は
法
思
想
史
を
論
じ
る
第
二
編
全
四
章
の
う
ち
、
一
章
を
「
中
国
古
代
法
思
想
」
に
割
い
た
。
同
章
が
全
書
に
お
い
て

占
め
る
紙
幅
は
多
く
は
な
い
が
、
特
に
「
自
序
」
で
言
及
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
年
代
の
台
湾
に
お
い
て
中
国
国
族
主
義
が
幅
を
利
か

せ
て
い
た
雰
囲
気
に
吻
合
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梅
仲
協
は
な
お
謙
虚
に
も
「
試
み
」
と
し
、
学
界
が
制
約

な
し
に
法
学
緒
論
の
執
筆
モ
デ
ル
を
探
究
す
る
こ
と
を
鼓
舞
し
た
。

　

次
は
、
朝
陽
大
学
法
律
系
を
卒
業
し
た
後
に
長
期
に
わ
た
り
行
政
機
関
に
勤
め
た
管
欧
が
、
一
九
五
五
年
に
自
ら
出
版
し
た
『
法
学

緒
論
』（
表
三
─
三
）
で
あ
る
。
管
欧
に
よ
れ
ば
、
法
学
緒
論
を
大
学
法
学
院
各
学
系
の
共
通
必
修
科
目
と
し
た
の
は
、
一
九
四
二
年

の
教
育
部
の
決
定
に
よ
る
が
、
同
書
を
編
集
・
執
筆
し
た
時
点
（
一
九
五
五
年
）
で
、
考
試
院
普
通
試
験
の
試
験
科
目
に
は
な
お
法
学
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通
論
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
「
法
学
緒
論
と
法
学
通
論
は
、
名
称
に
一
字
の
差
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
性
質
は
大
体
同
じ
で
あ
る
」
と

い
う
。
民
国
中
国
の
法
学
通
論
と
戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論
の
間
の
継
承
関
係
が
再
び
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
法
学
緒
論
書
の
構
成
に

つ
い
て
、
管
欧
は
四
編
構
成
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
第
一
編
は
法
学
と
し
、
法
学
と
は
法
を
研
究
す
る
学
科
で
あ
り
、
…
…
法

と
は
国
家
が
制
定
し
、
執
行
し
、
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
本
書
の
第
二
編
は
国
家
で
あ
る
。

…
…
第
三
編
は
法
を
講
じ
る
。
本
書
の
中
心
部
分
で
も
あ
り
、
ま
た
比
較
的
詳
細
な
部
分
で
も
あ
る
。
…
…
権
利
と
義
務
は
畢
竟
、
法

に
お
い
て
最
も
普
遍
的
で
最
も
重
要
な
規
定
事
項
で
あ
る
た
め
、
本
書
の
編
に
お
い
て
は
、
権
利
と
義
務
を
後
詰
め
と
し
た
」。
こ
の

四
編
の
標
題
か
ら
は
、
再
び
明
治
日
本
（
織
田
萬
の
著
作
）
か
ら
民
国
中
国
に
伝
来
し
、
さ
ら
に
戦
後
台
湾
に
入
っ
て
き
た
発
展
の
軌

跡
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、
管
欧
も
梅
仲
協
と
同
様
に
、
法
学
緒
論
は
総
論
を
講
述
し
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
各
論
に

触
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
鄭
玉
波
は
、
台
湾
で
二
つ
目
の
法
学
教
育
機
関
、
す
な
わ
ち
当
時
の
台
湾
省
立
法
商
学
院
（
現
台
北
大

学
）
法
律
学
系
で
担
当
し
た
「
法
学
緒
論
」
の
講
義
を
整
理
し
、
一
九
五
六
年
に
三
民
書
局
か
ら
『
法
律
学
概
論
』（
表
三
─
四
Ａ
）

を
出
版
し
た
。
鄭
玉
波
は
「
自
序
」
に
お
い
て
ま
ず
書
名
に
つ
い
て
「
大
学
・［
専
科
学
校
］〔
日
本
の
高
等
専
門
学
校
に
相
当
す
る
〕

の
法
律
科
・
系
は
必
ず
ま
ず
『
法
学
緒
論
』
を
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
の
高
等
・
普
通
試
験
で
は
ま
た
『
法
学
通
論
』
が
多
く
、

…
…
本
書
を
『
法
律
学
概
論
』
と
命
名
し
、
そ
れ
は
両
者
と
は
異
な
る
が
、
内
容
の
範
囲
は
よ
り
広
い
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
内
容
に

つ
い
て
は
「
編
著
に
際
し
て
、
田
中
耕
太
郎
先
生
の
法
律
学
概
論
お
よ
び
田
中
誠
二
先
生
の
法
学
概
論
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
、
ま
た

そ
れ
ら
を
参
照
し
た
」
と
し
た
。
同
書
の
書
名
は
『
法
律
学
概
論
』
で
あ
っ
た
が
、
内
容
は
先
述
の
梅
・
管
の
著
作
と
同
様
で
あ
り
、

法
学
原
理
の
講
授
を
重
視
し
、
諸
法
の
概
要
に
は
触
れ
ず
、
総
論
だ
け
で
各
論
は
な
か
っ
た
。
日
本
留
学
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
有

す
る
鄭
玉
波
は
、
必
然
的
に
日
本
の
法
学
教
授
の
著
作
（
そ
の
書
名
は
「
通
論
」
で
は
な
く
「
概
論
」
で
あ
っ
た
）
を
参
照
し
た
。
し
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た
が
っ
て
、
戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論
教
科
書
は
な
お
同
時
期
の
日
本
法
学
界
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
五
年
後
の
一
九
六
二
年
、

鄭
玉
波
は
再
版
に
際
し
て
、
同
書
は
元
々
大
学
の
法
学
緒
論
の
講
義
に
端
を
発
し
、
当
時
、
一
般
の
試
験
の
多
く
も
こ
の
名
称
を
用
い

て
い
た
こ
と
か
ら
、
書
名
を
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
四
Ｂ
）
に
改
め
た
が
、
構
成
は
変
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
（
お
よ
び
後
述
の
蔡
蔭

恩
、
韓
忠
謨
の
例
）
か
ら
、
戦
後
台
湾
の
法
学
緒
論
書
の
形
成
は
、
明
治
日
本
の
法
学
通
論
書
が
「
講
義
録
」
方
式
に
か
な
り
依
存
し

て
い
た
こ
と
と
、
軌
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

鄭
玉
波
逝
去
後
、
同
書
は
台
湾
大
学
法
律
学
系
を
卒
業
し
、
大
阪
大
学
で
法
学
博
士
号
を
取
得
し
た
黄
宗
楽
が
修
訂
し
た
上
で
、
一

九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
（
表
三
─
四
Ｃ
）。
修
訂
版
は
な
お
法
学
の
一
般
原
理
の
み
を
講
じ
る
構
成
を
維
持
し
、
台
湾
法
の
変
動
に

応
じ
て
修
訂
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
鄭
玉
波
著
・
黄
宗
楽
修
訂
の
『
法
学
緒
論
』
は
一
貫
し
て
か
な
り
人
気
を
博
し
、
二
〇
一
六
年
ま

で
で
第
二
二
版
（
表
三
─
四
Ｄ
）
に
至
っ
た
。
こ
の
例
は
明
治
日
本
に
お
い
て
梅
謙
次
郎
が
逝
去
し
た
後
、
そ
の
『
法
学
通
論
』
を
牧

野
英
一
が
補
修
し
、
一
九
一
四
年
に
出
版
し
た
こ
と
（
表
一
─
一
一
Ｂ
）
を
想
起
さ
せ
る
。
黄
宗
楽
の
よ
う
な
台
湾
第
二
世
代
の
法
学

者
の
法
学
緒
論
書
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
少
し
後
に
比
較
的
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　

同
様
に
、
先
述
の
台
湾
省
立
法
商
学
院
で
法
学
緒
論
を
担
当
し
た
蔡
蔭
恩
も
、
一
九
五
六
年
に
講
義
内
容
を
元
に
教
科
書
を
編
み
、

『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
五
）
と
し
て
出
版
し
、
も
っ
て
「
大
学
生
お
よ
び
法
学
を
学
習
す
る
志
の
あ
る
者
が
閲
読
す
る
の
に
便
利
に

し
、
ま
た
各
種
試
験
の
受
験
生
の
参
考
に
供
す
る
」
と
し
た
。
構
成
に
つ
い
て
は
「
自
序
」
に
お
い
て
「
本
書
は
『
法
学
緒
論
』
と
称

し
、
総
論
各
論
を
分
け
ず
、
一
律
に
章
節
に
分
け
て
叙
述
す
る
。
本
書
は
全
一
〇
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
、
諸
法

の
共
通
理
論
を
述
べ
、
一
般
的
な
法
の
概
念
と
応
用
を
説
明
し
、
第
一
〇
章
で
は
専
ら
わ
が
国
の
現
行
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
、
刑
法
、

訴
訟
法
の
重
要
な
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
要
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
論
と
実
際
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
」
と
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
民
国
中
国
の
あ
る
法
学
通
論
書
の
よ
う
に
、「
法
の
重
要
内
容
」
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
第
一
〇
章
は
、
諸
法
を
簡
要
に
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説
明
し
て
お
り
、「
各
論
」
の
実
質
を
十
分
に
備
え
て
い
た
。
同
書
修
訂
三
版
を
例
に
す
る
と
、
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
計
一
五

八
頁
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
一
〇
章
だ
け
で
一
一
三
頁
に
も
達
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
蔡
蔭
恩
の
こ
の
教
科
書
は
戦
後
台
湾
の
法

学
緒
論
書
の
一
つ
と
し
て
、「
章
で
分
け
る
が
、
総
論
と
各
論
を
兼
ね
備
え
た
」
構
成
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
〇
章

が
述
べ
る
「
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
」
は
、
法
律
学
系
の
学
生
に
と
っ
て
は
い
ず
れ
も
が
同
時
期
ま
た
は
将
来
の
必

修
科
目
で
あ
っ
た
が
、
法
学
院
の
他
の
学
系
の
学
生
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
他
の
学
系
の
学
生
、
な
い
し
は

種
々
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
生
は
、
法
学
緒
論
教
科
書
か
ら
こ
れ
ら
の
「
法
の
重
要
内
容
」
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
種
々
の
学
習
の
背
景
お
よ
び
目
標
を
異
に
す
る
学
生
に
対
し
て
、
単
一
の
教
材
を
用
い
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
確
か
に
検
討
に
値
す
る
。

　

一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま
で
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
で
二
〇
年
の
長
き
に
も
わ
た
り
法
学
緒
論
を
担
当
し
た
韓
忠
謨
は
、
一

九
六
二
年
に
講
義
内
容
を
ま
と
め
た
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
六
）
を
自
ら
出
版
し
た
。
同
書
の
次
の
序
文
は
、
韓
忠
謨
が
法
律
家
を

養
成
す
る
法
律
学
系
（
伝
統
的
な
法
律
・
政
治
・
経
済
等
の
学
術
領
域
を
含
む
「
法
科
」
で
は
な
い
）
に
お
け
る
法
学
緒
論
と
い
う
科

目
の
教
育
上
の
意
義
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
い
有
す
べ
き
位
置
づ
け
と
内
容
に
つ
い
て
、
す
で
に
深
く
考
察
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示

し
て
い
る
。

　

法
学
研
究
は
こ
れ
ま
で
外
国
か
ら
継
受
し
て
き
た
法
制
の
分
析
・
整
理
を
重
視
し
、
全
く
の
法
注
釈
の
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、

学
者
は
純
粋
法
理
論
・
思
想
の
考
察
を
比
較
的
軽
視
し
て
き
た
。
近
年
、
各
大
学
は
専
ら
法
律
学
系
の
低
年
次
生
の
た
め
に
法
学

緒
論
を
開
講
す
る
よ
う
に
な
っ
た
…
…
が
、
当
該
科
目
が
講
授
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
な
お
一
致
し
た
標
準
は
な
い
。
市
井
で
出

版
さ
れ
て
い
る
教
材
は
、
往
々
に
し
て
現
行
法
を
ま
と
め
て
大
体
の
紹
介
を
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
法
律
概
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要
の
性
質
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
科
目
は
各
種
の
公
法
・
私
法
科
目
と
内
容
が
重
複
し
て
い
る
た
め
、
法

律
学
系
の
学
生
に
と
っ
て
必
要
は
な
い
と
し
、
廃
止
し
て
時
間
を
節
約
す
べ
き
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
か
つ

て
影
響
力
の
あ
っ
た
注
釈
法
学
の
態
度
を
よ
り
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

…
…
も
し
当
該
科
目
の
講
義
内
容
が
依
然
と
し
て
各
種
形
式
の
法
観
念
の
分
析
に
専
ら
重
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼

我
は
確
か
に
重
複
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
の
法
学
教
育
は
初
学
者
に
法
思
想
・
理
論
を
注
入
し
、
高
所
か
ら
法
の
全
貌
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
し
、
も
っ
て
研
究
関
心
を
沸
き
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
法
学
緒
論
は
そ
の
他
の
法
学
科

目
と
全
く
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
か
、
彼
我
が
協
力
し
、
相
互
に
高
め
合
い
う
る
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

簡
単
に
言
え
ば
、
韓
忠
謨
は
法
学
緒
論
を
法
律
学
系
学
生
の
必
修
と
す
べ
き
か
の
論
争
に
直
面
し
、
改
め
て
梅
仲
協
が
設
定
し
た

「
一
年
次
の
法
学
緒
論
で
入
門
し
、
四
年
次
の
法
理
学
で
総
括
す
る
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
学
緒
論
は
形
式
的
な
各
種

の
法
学
の
基
本
概
念
を
紹
介
す
る
だ
け
に
は
留
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
そ
れ
が
含
む
法
思
想
・
理
論
を
説
明
し
、
一
年

次
の
法
律
学
系
学
生
が
法
学
の
知
識
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
し
、
そ
の
学
習
意
欲
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
三
年
間
の
憲

法
、
行
政
法
、
民
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
、
す
な
わ
ち
先
述
の
蔡
蔭
恩
が
「
法
の
重
要
内
容
」
と
し
た
学
習
を
経
て
、
四
年
次
に
な
り
、

よ
り
広
い
法
律
知
識
か
ら
「
法
理
学
」
に
お
い
て
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
よ
り
深
く
思
考
す
る
。
こ
こ
か
ら
台
湾
大
学
法
律
学
系
／
学

院
に
お
い
て
法
学
緒
論
を
講
授
す
る
者
が
、
基
礎
法
学
専
攻
者
を
主
と
し
た
理
由
を
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
位
置
づ

け
の
下
で
、
韓
忠
謨
『
法
学
緒
論
』
は
構
成
に
お
い
て
梅
仲
協
・
管
欧
・
鄭
玉
波
の
著
作
に
近
く
、
諸
法
は
論
じ
て
い
な
い
。

　

韓
忠
謨
は
平
然
と
、
し
か
も
梅
仲
協
よ
り
も
積
極
的
に
台
湾
現
行
法
の
ル
ー
ツ
が
西
洋
思
想
に
あ
る
こ
と
に
向
き
合
い
、
さ
ら
に
そ

れ
に
よ
り
法
学
緒
論
の
知
識
を
厚
く
し
た
。
韓
忠
謨
『
法
学
緒
論
』
は
第
一
章
か
ら
第
一
五
章
ま
で
で
法
学
の
基
本
概
念
お
よ
び
そ
の
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原
理
を
論
じ
た
後
（
計
一
七
七
頁
）、
第
一
六
章
で
全
体
の
四
割
近
い
紙
幅
（
計
一
一
三
頁
）
を
割
い
て
「
現
代
法
思
想
の
源
流
」
を

叙
述
し
た
。
そ
こ
で
は
伝
統
中
国
法
を
簡
単
に
述
べ
た
（
計
八
頁
）
ほ
か
、
西
洋
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
二
〇
世
紀
の
現
代
に
至
る

ま
で
の
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
る
法
思
想
を
詳
細
に
紹
介
し
た
（
計
一
〇
五
頁
）。
そ
れ
は
ま
る
で
精
選
版
の
西
洋
法
思
想

史
、
あ
る
い
は
法
理
学
で
あ
っ
た
。
韓
忠
謨
は
中
国
の
中
央
大
学
法
律
学
系
を
卒
業
し
た
後
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
法
学
修
士
号
を
取
得

し
、
法
学
博
士
課
程
に
進
学
し
た
。
そ
の
た
め
、
著
作
に
お
い
て
少
な
く
な
い
西
洋
語
の
法
学
文
献
を
引
用
し
た
が
、
民
国
期
中
国
に

お
い
て
法
学
教
育
を
受
け
た
と
い
う
知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
、
韓
忠
謨
は
日
本
人
学
者
で
あ
る
田
中
耕
太
郎
『
法
律
学
概
論
』

（
先
述
の
鄭
玉
波
書
も
こ
れ
を
参
照
し
た
）
お
よ
び
尾
高
朝
雄
『
法
哲
学
概
論
』
を
大
量
に
引
用
し
た
。
こ
れ
も
戦
後
の
日
本
法
学
が
、

か
つ
て
日
本
の
影
響
を
受
け
た
民
国
期
中
国
を
通
じ
て
、
戦
後
引
き
続
き
台
湾
法
学
の
発
展
を
導
い
た
一
例
で
あ
る
。

　

国
立
中
興
大
学
法
商
学
院
（
現
台
北
大
学
）
法
律
学
系
で
長
年
教
鞭
を
執
っ
た
李
岱
が
一
九
六
六
年
に
上
梓
し
た
『
法
学
緒
論
』

（
表
三
─
七
）
も
、
法
の
基
本
原
理
・
原
則
を
考
究
す
る
法
学
緒
論
の
法
学
教
育
に
お
け
る
重
要
性
を
認
め
た
。
李
は
同
書
の
「
自

序
」
に
お
い
て
、
当
時
の
台
湾
の
「
実
務
家
の
研
究
の
多
く
は
法
典
注
釈
の
域
を
出
て
い
な
い
。
法
の
基
本
原
理
・
原
則
の
考
究
は
、

別
の
学
問
で
あ
り
、
法
学
研
究
者
の
範
疇
に
専
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
学
は
一
個
の
総
体
で
あ
り

…
…
法
典
の
注
釈
と
法
の
基
本
原
理
・
原
則
の
研
究
の
い
ず
れ
を
欠
く
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。
同
書
の
構
成
は
、
数
章
で
法

の
一
般
原
理
を
論
じ
、
諸
法
を
叙
述
す
る
の
は
一
章
だ
け
で
あ
っ
た
蔡
蔭
恩
書
に
近
い
が
、「
各
論
」
に
お
い
て
は
憲
法
し
か
重
視
し

な
か
っ
た
た
め
、
最
も
近
い
の
は
林
紀
東
編
著
の
『
法
学
通
論
／
緒
論
』
で
あ
っ
た
。

　

教
育
行
政
に
長
年
従
事
し
た
が
、
イ
エ
ー
ル
大
学
法
学
博
士
で
あ
っ
た
姚
淇
清
は
、
一
九
七
二
年
に
台
湾
大
学
法
学
院
に
戻
っ
て
教

鞭
を
執
り
、
政
治
学
系
ま
た
は
社
会
学
系
で
法
学
緒
論
を
担
当
し
、
一
九
七
三
年
に
そ
れ
が
執
筆
し
た
『
法
学
緒
論
（
含
民
法
大

意
）』（
表
三
─
八
）
を
自
ら
出
版
し
た
。
同
書
の
構
成
も
、
数
章
で
法
の
一
般
原
理
を
論
じ
、
諸
法
を
叙
述
す
る
の
は
一
章
だ
け
で
あ
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っ
た
蔡
蔭
恩
書
に
か
な
り
近
か
っ
た
が
、
相
違
点
と
し
て
は
同
書
が
「
諸
法
」
に
お
け
る
民
法
の
重
要
性
を
特
に
強
調
し
、
ひ
い
て
は

書
名
に
反
映
さ
せ
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
同
書
は
「
第
一
篇　

概
論
」、「
第
二
編　

民
法
」、「
第
三
編　

そ
の
他
の
重
要
な
法

律
」
か
ら
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
述
の
と
お
り
姚
淇
清
は
一
九
七
二
年
か
ら
台
湾
大
学
政
治
学
系
で
一
年
次
必
修
の
法
学
緒
論
を

担
当
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
次
必
修
科
目
は
「
民
法
概
要
」
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
法
学
緒
論
に
組
み
込
み
、
学
生
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2　

台
湾
第
二
世
代
お
よ
び
第
三
世
代
の
法
学
者
：
刷
新
よ
り
も
踏
襲

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、（
民
国
中
国
で
は
な
く
）
戦
後
台
湾
で
法
学
教
育
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
民
国
中
国
の
法
学
通
論
の
知
識

の
影
響
を
受
け
た
台
湾
第
二
世
代
の
法
学
者
は
、
な
お
絶
え
間
な
く
法
学
緒
論
教
科
書
を
生
み
出
し
た
が
、
書
名
に
は
必
ず
し
も
「
緒

論
」
を
用
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
卒
業
後
に
日
本
お
よ
び
欧
米
に
留
学
し
た
劉
得
寛
は
、
戦
後
日
本

で
常
用
さ
れ
る
「
法
学
入
門
」
を
書
名
と
し
て
、
法
学
緒
論
書
を
執
筆
し
、
五
南
図
書
会
社
か
ら
一
九
八
六
年
に
出
版
し
た
（
表
三
─

九
）。
同
書
の
執
筆
の
趣
旨
お
よ
び
方
法
に
つ
い
て
、
劉
得
寛
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

本
「
法
学
入
門
」
は
「
法
学
」
ま
た
は
「
法
律
」
の
初
学
者
を
対
象
と
し
…
…
「
法
学
」
を
「
素
描
」（Sketch

）
す
る
よ
う

に
叙
述
し
、
初
学
者
が
本
書
を
疑
問
解
消
の
道
具
と
す
る
に
便
利
な
よ
う
に
し
た
。
初
学
者
は
法
学
の
「
迷
界
」
の
道
案
内
を
得

よ
う
。
…
…
。

　

本
書
は
そ
の
「
階
梯
」
に
よ
り
計
三
編
に
分
け
た
。
第
一
編
は
法
学
緒
論
、
第
二
編
は
主
な
法
律
の
概
述
、
第
三
編
は
法
学
原

理
で
あ
る
。
こ
の
「
素
描
」
に
よ
り
読
者
が
法
学
に
対
し
て
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
か
つ
法
学
の
素
養
に
慣
れ
、
も
っ
て
生
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活
の
質
が
高
ま
る
こ
と
を
、
ま
た
法
学
を
専
攻
す
る
志
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
…
…
早
期
に
こ
の
世
界
に
入
り
、
共
に
法
学
の
発

展
の
た
め
に
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

そ
れ
が
言
及
し
た
「
階
梯
」
説
は
、
実
は
日
本
で
一
八
八
一
年
に
初
め
て
法
学
通
論
を
開
設
し
た
穂
積
陳
重
、
お
よ
び
清
末
民
初
の

中
国
法
に
深
く
影
響
を
与
え
た
岡
田
朝
太
郎
が
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
法
学
通
論
は
「
法
学
を
志
す
者
」
の
入
門
の
カ

ギ
で
あ
り
、
高
み
に
登
る
た
め
の
階
梯
で
あ
る
、
と
。
だ
が
、
同
書
の
構
成
は
先
述
の
諸
書
と
は
異
な
り
、
論
じ
る
テ
ー
マ
も
す
こ
ぶ

る
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
的
要
素
は
引
き
続
き
戦
後
台
湾
の
法
学
の
発
展
に
影
響
し
て
き
た
が
、
台
湾
人
が
好
ん
で
外
国

で
研
究
す
る
こ
と
か
ら
、
現
代
欧
米
法
学
も
絶
え
間
な
く
導
入
さ
れ
て
き
た
。

　

次
は
、
同
様
に
戦
後
台
湾
で
法
学
教
育
を
受
け
、
中
興
法
商
学
院
法
律
学
系
に
お
い
て
民
国
中
国
か
ら
や
っ
て
来
た
教
授
に
師
事
し
、

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
台
湾
第
二
世
代
法
学
者
の
梁
宇
賢
で
あ
る
。
梁
は
一
九
八
七
年
に
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
一
〇
）
を

編
集
・
執
筆
し
た
。
そ
し
て
梁
は
そ
の
「
序
文
」
で
同
書
の
編
集
・
執
筆
の
原
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

国
内
の
学
者
で
「
法
学
緒
論
」
を
執
筆
す
る
者
は
少
な
く
な
く
…
…
本
書
は
総
合
的
構
成
を
と
り
、
三
編
に
分
け
た
。
す
な
わ

ち
第
一
編
を
総
説
と
し
、
法
の
概
念
、
共
通
の
原
理
・
原
則
、
応
用
を
述
べ
た
。
第
二
編
を
現
行
法
体
系
の
概
述
と
し
、
第
三
編

を
法
学
の
発
展
と
法
学
思
想
の
概
述
等
と
し
、
大
学
の
「
法
学
緒
論
」
科
目
の
教
材
と
す
る
。
た
だ
、
法
律
学
系
の
学
生
に
対
し

て
講
授
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
編
お
よ
び
第
三
編
を
重
心
と
す
る
。
そ
の
他
の
各
科
・
系
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
第
一
編
お

よ
び
第
二
編
を
重
心
と
す
る
。
本
書
は
歴
年
の
検
定
試
験
、
普
通
試
験
、
特
種
試
験
お
よ
び
昇
進
試
験
の
試
験
問
題
を
付
す
と
同

時
に
、
そ
の
解
答
が
記
さ
れ
て
い
る
本
書
の
頁
数
を
注
記
し
…
…
。
本
書
は
国
内
の
権
威
あ
る
学
者
の
「
法
学
緒
論
」
お
よ
び
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「
法
理
学
」
等
の
著
作
を
参
考
に
し
た
上
で
、
編
者
の
拙
見
に
基
づ
き
成
し
た
。
…
…
紙
幅
の
制
約
、
お
よ
び
「
法
学
緒
論
」
教

科
書
の
編
集
・
執
筆
の
通
例
に
よ
り
、
逐
一
出
所
を
詳
細
に
注
記
し
な
か
っ
た
。
編
者
は
特
に
主
要
参
考
書
籍
一
覧
を
付
し
、
も

っ
て
先
人
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
。

　

同
書
は
戦
前
日
本
と
民
国
中
国
を
受
け
継
ぎ
、
台
湾
で
改
名
し
た
既
存
の
法
学
緒
論
書
を
ま
と
め
て
整
理
し
、
高
度
科
目
で
あ
る
法

理
学
の
関
連
論
著
を
も
参
考
に
し
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
留
学
の
経
歴
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
学
緒
論
の
内
容
に
別
の
イ
メ
ー
ジ

を
抱
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
三
編
に
分
け
る
構
成
に
よ
り
、「
一
書
両
用
」
モ
デ
ル
を
確
立
し
、
法
律
学
系
と

非
法
律
学
系
の
学
生
、
独
学
者
ま
た
は
受
験
生
の
ニ
ー
ズ
を
同
時
に
満
た
そ
う
と
し
た
。

　

続
い
て
全
員
が
戦
後
台
湾
の
台
湾
大
学
ま
た
は
政
治
大
学
の
法
学
教
育
を
受
け
、
そ
の
一
部
は
ア
メ
リ
カ
ま
た
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し

た
数
名
の
学
者
が
共
同
で
執
筆
し
、
一
九
九
三
年
に
「
法
学
入
門
」
の
名
で
出
版
し
た
法
学
緒
論
書
（
表
三
─
一
一
Ａ
）
で
あ
る
。
同

書
の
構
成
は
そ
の
実
、
明
治
日
本
・
民
国
中
国
の
法
学
通
論
に
よ
く
見
ら
れ
た
「
総
論
」・「
各
論
」
に
似
て
い
る
。
た
だ
用
語
に
お
い

て
「
第
一
篇　

法
の
基
本
概
念
」、「
第
二
篇　

重
要
な
基
本
的
法
律
」
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ま
た
戦
後
台
湾
に
お
け
る
法
学
緒
論

の
発
展
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
蔡
蔭
恩
が
一
九
五
六
年
に
採
っ
た
構
成
（
章
で
分
け
る
が
、
総
論
と
各
論
を
兼
ね
備
え
る
）
に
相
当
し
、

一
九
五
〇
年
代
に
主
流
と
な
っ
た
「
諸
法
」
部
分
を
完
全
に
排
除
し
た
梅
仲
協
、
管
欧
、
鄭
玉
波
、
韓
忠
謨
等
と
は
異
な
る
。
概
ね
一

九
八
〇
年
代
前
期
か
ら
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
が
法
学
緒
論
を
必
修
科
目
と
し
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
客
層
に

お
い
て
法
律
学
系
学
生
が
減
少
し
た
た
め
、
法
学
緒
論
書
は
よ
り
多
く
の
非
法
律
系
学
生
の
購
入
者
を
引
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
八
〇
年
代
中
後
期
に
出
版
さ
れ
た
法
学
緒
論
書
は
い
ず
れ
も
「
主
な
法
律
の
概
述
」（
劉
得
寛
書
）、「
現
行

法
体
系
の
概
述
」（
梁
宇
賢
書
）
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
姚
淇
清
は
そ
れ
が
非
法
律
学
系
で
法
学
緒
論
を
開
設
す
る
た
め
に
、「
そ
の
他
の
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重
要
な
法
律
」
の
編
と
は
別
に
、「
民
法
」
編
も
置
い
た
。
こ
の
『
法
学
入
門
』
は
梁
宇
賢
書
と
同
様
に
一
書
両
用
で
あ
り
、
法
律
学

系
の
学
生
に
つ
い
て
は
第
一
篇
（
法
の
基
本
概
念
）
さ
え
講
じ
れ
ば
よ
く
、
第
二
篇
（
重
要
な
基
本
的
法
律
）
は
扱
う
必
要
は
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
同
時
期
に
、
ま
た
は
将
来
、
そ
の
他
の
科
目
に
お
い
て
よ
り
深
く
講
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
台
湾
第
二
世
代
・
第
三
世
代
の
法
学
者
が
共
同
執
筆
し
た
『
法
学
入
門
』
は
、
論
述
形
式
に
お
い
て
学
術
的
な
文
章
の
書
き
方

を
比
較
的
重
視
し
た
。
梁
宇
賢
が
先
述
の
「
序
文
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
「
編
著
」
に
当
た
る
法
学
緒
論
教
科
書

は
、
通
常
逐
一
出
所
を
明
記
し
な
い
が
、
例
え
ば
韓
忠
謨
や
劉
得
寛
は
そ
の
「
著
」
書
に
お
い
て
、
実
際
に
は
常
に
注
を
付
し
て
い
た
。

台
湾
学
界
に
お
け
る
著
作
の
参
考
文
献
引
用
に
対
す
る
要
求
が
ま
す
ま
す
高
く
な
る
に
伴
い
、
こ
の
共
著
の
「
第
一
篇　

法
の
基
本
概

念
」
に
は
少
な
く
な
い
注
が
付
さ
れ
た
。
引
用
さ
れ
た
参
考
文
献
の
ほ
と
ん
ど
は
既
存
の
法
学
緒
論
書
を
含
む
台
湾
学
界
の
文
献
で
あ

り
、
い
く
ば
く
か
の
ド
イ
ツ
語
著
作
も
あ
っ
た
が
、
英
米
法
に
関
す
る
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

も
し
か
す
る
と
こ
う
し
た
参
考
文
献
の
制
約
を
受
け
て
か
、
こ
の
『
法
学
入
門
』
の
論
述
基
調
は
一
九
五
〇
年
代
・
梅
仲
協
以
降
の

法
学
緒
論
の
内
包
か
ら
容
易
に
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
純
粋
に
テ
キ
ス
ト
を
観
察
す
れ
ば
、
同
書
初
版
（
一
九
九
三
年
。

表
三
─
一
一
Ａ
）
は
「
わ
が
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
継
受
過
程
」
と
い
う
見
出
し
で
、
中
国
清
末
の
「
変
法
」
か
ら
説
き
起
こ
し
、
一

九
四
九
年
の
中
国
共
産
党
の
建
国
後
に
お
け
る
中
華
民
国
法
の
廃
棄
を
「
中
国
法
の
西
洋
化
の
努
力
の
終
焉
」
と
し
た
。
換
言
す
る
と
、

そ
れ
は
台
湾
現
行
の
、
か
つ
て
は
中
国
法
に
属
し
た
中
華
民
国
法
制
の
規
範
的
な
言
明
、
す
な
わ
ち
「
わ
が
国
＝
中
国
＝
中
華
民
国
」

を
あ
り
の
ま
ま
に
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
書
は
当
時
に
お
い
て
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
び
う
る
叙
述
を
し
て
お
り
、
台
湾
に
日
本

統
治
の
法
的
経
験
が
あ
る
こ
と
を
若
干
説
明
す
る
一
段
落
を
置
い
た
。
も
っ
と
も
続
い
て
、「
中
国
が
継
受
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法

制
は
、
そ
の
実
、
主
に
は
台
湾
で
よ
り
長
く
施
行
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
近
代
化
さ
れ
た
法
の
礎
石
は
台
湾
で
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
い

っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
た
（
一
九
九
三
年
の
初
版
）。
そ
の
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
台
湾
法
は
中
国
法
の
一
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
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台
湾
で
そ
れ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
の
法
が
施
行
さ
れ
、
中
国
の
近
代
化
さ
れ
た
法
の
礎
石
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ

う
で
あ
る
。
同
書
の
二
〇
〇
三
年
修
訂
版
（
表
三
─
一
一
Ｂ
）
は
、
先
述
の
見
出
し
の
下
の
叙
述
に
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
が
、
注
目

に
値
す
る
こ
と
は
、
二
〇
〇
六
年
版
が
見
出
し
中
の
「
わ
が
国
」
を
「
中
国
」
に
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
修
正
は
両
者
が
別
物
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
同
書
の
新
し
い
二
〇
一
六
年
版
（
表
三
─
一
一
Ｃ
）
に
お
い
て
は
、
見
出
し
が
「
中
国
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
継
受
過
程
と
台
湾
の
法
制
度
の
近
代
化
」
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、「
中
国
」
と
「
台
湾
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
変
更
は
二
〇
一
四
年
版
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
二
〇
一
四
年
版
は
先
述
の
文
言
も
「
中
国
法
の
近
代
化
と
民
主
化
の
あ
り

う
る
モ
デ
ル
は
台
湾
で
樹
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
」
に
改
め
た
。「
台
湾
の
法
制
度
の
近
代
化
」
と
い
う
見
出
し
に
合
わ
せ
て
、

こ
の
「
あ
り
う
る
モ
デ
ル
」
と
い
う
用
語
は
、
台
湾
で
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
施
行
さ
れ
て
い
る
「
中
国
が
継
受
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
法
制
」
と
中
国
法
に
は
同
一
性
が
な
い
が
、
中
国
法
の
参
考
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
二
〇
一
六
年
版
の
表
現
は
先
述
の
一
九
九
三
年
の
初
版
に
戻
っ
て
い
る
。

　

法
学
緒
論
が
も
は
や
法
律
学
系
の
必
修
で
は
な
く
な
っ
た
先
述
の
文
脈
に
お
い
て
、
戦
後
台
湾
の
政
治
大
学
で
法
学
教
育
を
受
け
た

後
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
陳
恵
馨
は
、
一
九
九
五
年
に
三
民
書
局
か
ら
専
ら
非
法
律
系
学
生
を
対
象
と
し
て
執
筆
し
た
『
法
学
概
論
』

（
表
三
─
一
二
Ａ
）
を
出
版
し
た
。
陳
恵
馨
は
そ
の
執
筆
の
動
機
を
明
快
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
大
学
に
お
い
て
「
非
法

律
系
の
学
生
に
『
法
学
緒
論
』
を
教
授
し
て
き
た
。
六
年
間
の
教
育
過
程
に
お
い
て
、
非
法
律
系
の
学
生
が
わ
が
国
の
現
行
法
体
系
を

認
識
す
る
過
程
に
お
け
る
種
々
の
困
難
を
深
く
理
解
し
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
構
成
上
、「
第
一
編　

わ
が
国
の
法
の
基
本

原
則
」
と
「
第
二
編　

わ
が
国
の
主
な
法
律
の
内
容
」
に
分
け
、
大
部
分
の
紙
幅
を
第
二
編
に
充
て
た
。
二
〇
年
余
り
後
の
同
書
二
〇

一
七
年
版
（
表
三
─
一
二
Ｂ
）
は
、
依
然
と
し
て
か
か
る
執
筆
動
機
と
構
成
を
維
持
し
て
い
る
。
先
述
の
全
体
的
な
発
展
プ
ロ
セ
ス
か

ら
見
て
、
同
書
は
梅
仲
協
が
台
湾
に
来
て
法
学
緒
論
科
目
を
推
進
す
る
前
の
、
台
湾
戦
後
初
期
に
お
い
て
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
現
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れ
た
「
法
律
概
論
」
に
ほ
ぼ
回
帰
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
書
名
に
お
い
て
「
法
律
」
と
「
法
学
」
の
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
明
治
日
本
・
民
国
中
国
の
法
学
通
論
に
お
い
て
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
、
非
法
学
専
攻
者
に

国
家
法
の
概
要
を
紹
介
す
る
執
筆
モ
デ
ル
で
も
あ
る
。

（
三
）
法
学
緒
論
の
機
能
お
よ
び
内
容
の
再
設
定

1　

知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
お
よ
び
ニ
ー
ズ
を
異
に
す
る
三
種
類
の
学
習
者

　

欧
米
や
日
本
の
学
説
・
理
論
を
導
き
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
歴
史
的
展
開
と
い
う
経
験
的
事
実
に
基
づ
き
、

以
下
で
は
法
学
緒
論
の
機
能
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
提
案
を
し
た
い
。
ま
ず
観
念
上
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
専
門
分
化

が
細
緻
化
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
法
律
知
識
に
対
す
る
学
習
者
の
実
際
の
ニ
ー
ズ
に
即
応
し
た
異
な
る
学
習
内
容
を
個
別
的
に
設

定
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
種
の
学
習
者
は
法
学
者
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
、
法
務
担
当
者
等
の
法
律
家
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン

バ
ー
／
法
律
家
を
目
指
す
者
で
あ
り
、
医
学
と
同
じ
よ
う
に
法
学
の
専
門
知
識
を
完
全
に
掌
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
医
師
が
医
学
用
語

（
英
語
）
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
知
識
体
系
を
運
用
し
、
病
因
を
診
断
し
、
か
つ
投
薬
治
療
す
る
よ
う
に
、
法
律
家
は
法
学
用
語
に
よ
り

構
築
さ
れ
た
知
識
体
系
を
運
用
し
、
あ
る
社
会
生
活
上
の
現
象
の
法
的
属
性
を
認
定
し
た
上
で
、（
立
法
・
行
政
上
の
）
法
の
制
定
ま

た
は
（
司
法
・
行
政
上
の
）
法
の
解
釈
適
用
を
通
じ
て
、
法
的
レ
ベ
ル
に
属
す
る
解
決
方
法
を
導
き
出
し
、
も
っ
て
特
定
の
政
治
的
・

経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
目
的
を
追
求
す
る
。
こ
う
し
た
法
の
専
門
概
念
お
よ
び
知
識
を
操
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
例
え

ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
と
英
米
法
系
が
法
的
推
論
の
方
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
微
妙
な
差
異
が
あ
り
、
各
「
法
域
」
に
お
い
て
有

効
な
法
律
条
文
、
裁
判
所
の
判
決
ま
た
は
関
係
機
関
の
解
釈
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
か
等
々
、
い
ず
れ
も
必
ず
知

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
複
雑
度
合
い
は
「
プ
ロ
ッ
フ
ェ
シ
ョ
ン
」
と
称
し
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
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ま
さ
に
法
規
範
の
運
用
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
社
会
生
活
に
影
響
が
生
じ
る
た
め
、
第
二
種
の
学
習
者
、
す
な
わ
ち
法
を
専
門
と

し
な
い
人
文
社
会
系
の
研
究
者
が
い
る
。
そ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
研
究
関
心
を
向
け
て
い
る
人
文
社
会
現
象
ま
た
は
テ
ー
マ
を
法
が
如

何
に
処
理
し
て
い
る
か
を
了
解
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
必
要
な
法
学
知
識
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ほ
ど

の
比
喩
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
薬
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
用
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
各
種
の
薬
の
効
能
、
お
よ

び
当
該
薬
効
が
患
者
の
日
常
生
活
に
も
た
ら
す
影
響
を
必
ず
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
例
え

ば
人
体
解
剖
学
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
高
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
習
者
の
知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
異
な
る
状
況
に
お
い
て
、
先
述

の
一
書
両
用
型
の
法
学
緒
論
書
の
よ
う
に
、
単
一
の
内
容
に
よ
り
法
の
基
本
概
念
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
妥
当
で
は
な
い
。
し

か
も
、
こ
う
し
た
研
究
者
が
法
を
学
ぶ
時
間
は
限
ら
れ
て
お
り
、
要
点
を
選
ば
ざ
る
を
え
ず
、
法
と
社
会
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
関

係
の
考
察
に
傾
斜
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
ま
た
、
第
一
種
の
学
習
者
が
網
羅
的
に
目
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
は
異
な

る
。

　

人
数
が
最
も
多
い
の
は
、
第
三
種
の
学
習
者
、
す
な
わ
ち
一
般
国
民
で
あ
る
。
法
律
は
国
が
公
権
力
を
も
っ
て
貫
徹
執
行
す
る
規
範

で
あ
り
、
全
て
の
国
民
が
利
害
関
係
者
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
国
家
法
は
指
導
的
エ
リ
ー
ト
や
官
僚
だ
け

が
理
解
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
法
の
内
容
は
決
し
て
先
述
の
法
学
用
語
に
よ
り
構
築

さ
れ
た
知
識
体
系
で
は
な
く
、
一
般
の
日
常
言
語
に
よ
り
語
る
こ
と
の
で
き
る
法
の
道
理
で
あ
る
。
人
々
が
病
気
に
な
れ
ば
、
自
分
で

医
学
専
門
書
を
読
ん
で
考
え
る
必
要
は
な
く
、
医
師
に
診
察
し
て
も
ら
え
ば
よ
く
、
も
し
医
師
が
診
断
で
き
な
け
れ
ば
、
別
の
医
師
を

探
せ
ば
よ
く
、
軽
率
に
医
療
の
専
門
体
系
を
打
ち
壊
す
べ
き
で
は
な
い
が
如
く
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
中
の
法
学
通
論
か
ら
、
台
湾

で
今
日
主
流
と
な
っ
て
い
る
法
学
緒
論
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
第
三
種
の
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
に
は
合
致
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
今
後

も
そ
れ
を
法
学
緒
論
書
の
執
筆
目
的
と
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
が
重
要
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
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く
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
特
別
な
取
扱
い
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
民
義
務
教
育
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
法
教
育
」［
法
治
教
育
］
は
、

ま
さ
に
第
三
種
の
学
習
者
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
た
め
に
課
程
要
綱
を
策
定
し
、
そ
れ
に
適
合
す
る
教
科
書
を

執
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
法
の
口
語
化
運
動
に
は
利
が
あ
る
が
、
全
国
民
法
教
育
と
同
じ
で
は
な
く
、
し
か
も
法
学
の
専
門
知
識
体
系
を

排
斥
す
べ
き
で
は
な
い
。
法
学
の
専
門
知
識
を
真
に
会
得
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
口
語
文
に
よ
り
そ
の
道
理
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

2　

法
学
専
攻
者
の
た
め
の
法
学
緒
論

　

以
上
の
認
識
に
基
づ
き
、
法
学
緒
論
科
目
が
法
学
専
門
教
育
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
法
を
学
習
す

る
際
に
必
要
と
な
る
共
通
の
基
礎
知
識
を
講
授
し
、
も
っ
て
初
学
者
が
複
雑
で
、
法
学
用
語
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
知
識
体
系
を
で
き
る

だ
け
速
く
理
解
で
き
る
よ
う
な
手
助
け
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
担
当
し
た
台
湾
大
学
法
律
学
系
二
〇
〇
四
学
年
度
の
「
法

学
緒
論
（
上
）（
下
）」
の
拙
い
シ
ラ
バ
ス
を
示
す
。

　

本
科
目
は
専
ら
法
律
系
一
年
次
の
た
め
に
設
計
し
た
通
年
科
目
で
あ
り
、
目
的
は
学
生
が
法
学
研
究
の
殿
堂
に
入
る
よ
う
導
き
、

も
っ
て
将
来
法
を
そ
の
専
門
と
す
る
準
備
を
す
る
こ
と
に
あ
り
、
…
…
本
科
目
は
基
礎
的
な
法
学
理
論
を
で
き
る
限
り
分
か
り
や

す
い
が
、
深
み
が
あ
る
よ
う
に
紹
介
し
、
学
生
が
各
法
分
野
の
学
習
に
移
行
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
と
共
に
、
法
の
解
釈
適
用
の

方
法
お
よ
び
法
の
社
会
現
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
強
調
す
る
。
同
時
に
ま
た
関
連
情
報
を
提
供
し
、
法
学
の
初
学
者
が
で
き
る
だ

け
早
く
一
生
の
計
画
を
立
て
、
将
来
そ
の
名
に
値
す
る
法
学
研
究
者
ま
た
は
法
律
家
と
な
る
助
け
と
な
る
こ
と
を
も
願
っ
て
い
る
。

　

一
九
九
四
学
年
度
か
ら
、
本
科
目
の
指
定
教
科
書
は
王
海
南
ほ
か
『
法
学
入
門
』（
表
三
─
一
一
Ａ
・
Ｂ
）
の
「
第
一
篇　

法
の
基

（
257
）
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本
概
念
」（「
第
二
篇　

重
要
な
基
本
的
法
律
」
は
含
ま
な
い
）、
韓
忠
謨
『
法
学
緒
論
』（
表
三
─
六
）
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
法
学
専

攻
の
コ
ア
に
当
た
る
「
法
の
解
釈
適
用
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
・
英
米
法
に
関
す
る
専
論
を
用
い
た
。

　

結
局
、
法
学
緒
論
は
法
学
専
門
教
育
に
お
い
て
、
な
お
存
在
の
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
。
そ
の
カ
ギ
は
引
き
続
き
「
法
学
緒
論
」
の

名
称
で
開
講
す
べ
き
か
否
か
に
で
は
な
く
、
法
学
専
攻
の
初
学
者
に
対
し
て
、
諸
法
共
通
の
基
礎
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
二
〇
一
〇
学
年
度
に
「
学
際
的
法
学
方
法
論
」
を
開
講
し
た
。
こ
れ
は
学
部
で
法
学
教
育
を
受
け
て

お
ら
ず
、
修
士
段
階
で
体
系
的
な
法
学
の
専
門
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
台
湾
大
学
学
際
的
法
学
研
究
所
の
学
生
を
専
ら
の
対
象
と
し

て
設
計
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
学
緒
論
の
性
質
が
あ
る
。
当
該
科
目
の
次
の
シ
ラ
バ
ス
は
、
法
学
緒
論
類
の
科
目
が
法
学
初
学
者
の
特

定
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
に
即
応
し
、
そ
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
法
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
把
握
す
る
よ
う
導
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
法
学
専
門

科
目
た
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

本
科
目
は
専
ら
、
学
部
の
専
攻
が
法
学
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
学
士
段
階
で
体
系
的
な
法
学
の
専
門
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
学

生
の
た
め
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
学
習
主
体
と
し
…
…
ま
ず
台
湾
の
法
律
界
全
体
に
お
け
る
「
ポ
ス
ト
学
士
の
法
学
専
攻

者
」
の
位
置
づ
け
を
理
解
し
、
も
っ
て
彼
を
知
り
己
を
知
り
、
そ
の
長
所
を
発
揮
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
昨
今
の
法
学
教
育
に
お
い

て
講
授
し
て
い
る
西
洋
由
来
の
個
人
主
義
・
自
由
主
義
・
資
本
主
義
法
制
の
基
本
的
枠
組
み
と
理
念
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
木
を
見
て
森
を
見
ず
」
と
な
り
、
法
体
系
全
体
か
ら
法
的
思
考
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と

台
湾
社
会
に
お
い
て
一
部
の
人
々
が
な
お
固
守
し
て
い
る
伝
統
的
法
観
念
と
の
差
異
を
理
解
す
る
。
…
…
法
学
の
コ
ア
は
法
的
推

論
／
規
範
的
推
論
の
提
示
に
あ
る
た
め
、
本
科
目
に
お
い
て
最
も
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
、
台
湾
現
行
法
制
が
と
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
法
系
の
法
的
推
論
方
法
を
論
じ
、
か
つ
全
て
の
法
領
域
の
学
習
に
適
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
同
時
に
、
現
代
世
界
に
お

（
258
）
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い
て
最
も
強
大
な
影
響
力
を
擁
し
、
ま
た
「
比
較
法
」
に
お
い
て
常
に
引
用
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
法
が
立
脚
す
る
英
米
法
系
の
法
的

推
論
方
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
が
そ
の
判
例
法
の
営
み
に
つ
い
て
基
本
的
な
認
識
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
。
最
後
に
、

如
何
に
し
て
学
際
的
性
格
を
一
定
程
度
有
す
る
法
の
学
習
を
、
個
々
人
の
法
的
事
業
に
活
か
す
か
を
、
主
に
考
慮
し
て
い
き
た
い
。

…
…
。

　

ま
と
め
る
と
、
日
本
の
明
治
期
の
法
学
者
が
法
学
通
論
に
与
え
た
「
入
門
の
カ
ギ
、
高
み
に
登
る
た
め
の
階
梯
」
と
い
う
位
置
づ
け

は
、
現
在
の
台
湾
法
学
界
に
と
っ
て
は
す
で
に
長
い
時
間
を
経
た
が
、
色
褪
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
重
み
を
増
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
時
空
を
す
で
に
異
に
し
て
お
り
、
特
に
多
元
性
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
し
い
「
カ
ギ
」
と
「
階
梯
」
を
提
示
し
、

法
学
緒
論
書
に
新
し
い
内
容
を
与
え
、
新
し
い
時
代
の
新
し
い
法
学
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
「
歴
史
的
思
惟
の
法

学
」
の
視
座
か
ら
再
三
に
わ
た
り
注
意
喚
起
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六　

結
論
：
明
治
日
本
か
ら
民
国
中
国
を
経
て
、
戦
後
台
湾
に
至
っ
た
法
学
の
伝
播
経
路

　

本
稿
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
伝
播
の
重
要
な
経
路
を
描
い
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
日
本
は
西
洋
法
を
継
受
す
る
た
め
に

「
法
学
通
論
」
に
関
す
る
知
識
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
同
様
に
西
洋
法
を
継
受
し
た
清
末
・
民
国
期
中
国
に
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
戦
後
、

民
国
中
国
法
学
の
移
入
に
伴
い
、
か
つ
て
日
本
の
統
治
を
受
け
た
台
湾
に
お
い
て
「
法
学
緒
論
」
と
な
っ
て
現
れ
た
。

　

台
湾
の
今
日
の
法
学
は
、
東
ア
ジ
ア
全
体
が
概
ね
一
九
世
紀
後
半
か
ら
西
洋
法
を
継
受
し
た
後
の
支
流
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
源
流

地
は
明
治
日
本
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
日
本
の
法
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
教
授
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
フ
ラ
ン
ス
法
を
講
じ
、
英
米
両
国
の
教

授
が
英
語
で
英
米
法
を
講
じ
、
そ
こ
か
ら
日
本
語
に
訳
す
る
と
い
う
状
況
下
で
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
次
い
で
ド
イ
ツ
法
を
導
入
し
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た
。
西
洋
の
異
文
化
に
由
来
す
る
法
学
は
、
必
ず
基
本
概
念
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
一
八
八
一
年
に
初

め
て
穂
積
陳
重
が
東
京
大
学
に
お
い
て
日
本
語
で
「
法
学
通
論
」
の
講
義
を
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
外
来
の
法
学
の
基
本
概
念
を
、
漢

字
を
含
む
日
本
語
を
用
い
て
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
科
目
は
そ
の
た
め
法
学
徒
の
「
法
学
諸
科
ヲ
専
攻
ス

ル
ノ
階
梯
」、
お
よ
び
将
来
の
指
導
的
エ
リ
ー
ト
ま
た
は
官
僚
が
備
え
る
べ
き
一
般
教
養
と
な
っ
た
。
一
八
八
七
年
に
は
帝
国
大
学
の

法
学
通
論
が
、
私
立
法
律
学
校
の
教
育
へ
と
延
伸
さ
れ
、
さ
ら
に
継
続
的
な
普
及
を
経
て
、
先
述
の
外
来
だ
が
日
本
語
化
さ
れ
た
法
学

の
基
本
概
念
は
、
次
第
に
明
治
日
本
各
界
の
共
通
知
識
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
科
目
の
生
み
の
親
で
あ
る
東
京
帝
国

大
学
法
科
大
学
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
至
り
、
法
学
の
基
本
原
理
を
初
歩
的
に
理
解
す
る
た
め
の
法
学
通
論
を
開
講
し
な
く
な
り
、
法

学
の
内
容
に
お
い
て
よ
り
高
度
な
「
法
理
学
」
を
開
講
し
た
。
そ
の
他
の
帝
国
大
学
法
科
も
大
体
、
ま
た
私
立
法
律
学
校
も
徐
々
に
、

東
京
帝
大
に
続
い
た
。
だ
が
戦
前
日
本
は
な
お
、
将
来
の
指
導
的
エ
リ
ー
ト
ま
た
は
官
僚
の
一
般
教
養
教
育
と
し
て
、
法
学
通
論
を
か

な
り
重
視
し
て
い
た
。

　

以
上
の
学
制
の
変
革
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
法
学
通
論
書
の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
法
学
通
論
書
は
、
当
初
は
法

学
の
権
威
の
講
述
内
容
を
記
録
し
た
「
講
義
録
」
形
式
で
現
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
は
、
著
名
な
学
者
が
自

ら
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
法
学
通
論
は
す
で
に
総
論
と
各
論
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
各
国
の

法
を
法
学
各
科
目
の
内
容
に
充
て
て
い
た
。
一
八
九
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の
の
総
論
は
そ
れ
ま
で
よ
り
も
充
実
し
て
お
り
、
法
学

専
攻
者
に
ま
ず
法
学
の
各
原
理
・
原
則
を
体
系
的
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
論
は
日
本
の
近
代
的
法
典
の
公
布
に
合
わ
せ
て
、

六
法
の
枠
組
み
で
日
本
の
諸
法
を
講
じ
、
非
法
学
専
攻
者
が
国
家
法
を
知
る
手
助
け
と
な
っ
た
。
だ
が
、
特
定
の
分
野
を
偏
重
し
た
各

論
や
、
ま
た
各
論
を
置
か
な
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
蓄
積
を
経
て
、
一
九
〇
〇
年
代
の
法
学
通
論
書
は
「
満
開
」
段
階
に

向
か
っ
て
い
っ
た
。
総
論
部
分
は
さ
ら
に
完
成
度
が
高
ま
り
、
法
学
・
法
・
権
利
お
よ
び
義
務
・
国
家
お
よ
び
政
権
の
四
編
で
、
そ
の
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諸
相
を
解
説
し
た
。
各
論
部
分
で
は
日
本
の
諸
法
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
法
の
内
容
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
と
い
う

非
法
学
専
攻
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
。
あ
る
い
は
こ
れ
が
全
く
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
法
学
専
攻
者
は
そ
の
他

の
科
目
に
お
い
て
各
法
学
分
野
を
深
く
考
究
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
法
学
通
論
が
法
学
教
育
に
お
い
て
冷
遇
さ
れ
る
に
伴
い
、

そ
れ
に
関
す
る
著
作
に
も
ほ
と
ん
ど
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
。

　

明
治
日
本
に
お
い
て
成
熟
を
迎
え
た
と
い
え
る
法
学
通
論
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
近
代
西
洋
法
の
継
受
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
清
末

中
国
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
前
に
日
本
が
初
め
て
西
洋
法
に
接
触
し
た
状
況
と
似
て
、
清
末
中
国
は
外
国
人
／
日
本
人

教
授
に
頼
り
、
外
国
語
／
日
本
語
に
よ
り
西
洋
法
を
講
じ
、
さ
ら
に
自
国
語
／
中
国
語
に
訳
し
て
、
自
国
の
学
生
に
そ
の
内
容
を
知
ら

せ
た
。
だ
が
、
同
様
に
漢
字
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、
中
国
人
は
容
易
に
明
治
日
本
の
法
学
通
論
書
を
中
国
語
に
変
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
書
中
の
、
外
来
だ
が
日
本
語
化
さ
れ
た
法
学
の
基
本
概
念
を
さ
ら
に
中
国
語
化
し
、
中
国
法
学
の
基
本
概
念
と
し
た
。
清

末
の
中
国
人
が
編
訳
し
た
「
法
学
通
論
」
と
い
う
名
の
書
籍
は
、
書
名
、
法
学
各
科
目
を
専
攻
す
る
前
に
履
修
す
る
科
目
で
あ
る
点
、

お
よ
び
論
述
内
容
等
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
明
治
日
本
を
模
倣
し
、
し
か
も
参
考
に
し
た
日
本
の
法
学
者
の
氏
名
を
平
然
か
つ
明
確
に

記
し
た
。
そ
の
者
達
は
ま
さ
に
明
治
日
本
の
法
学
通
論
の
内
容
を
塑
造
し
た
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。
当
時
、
清
国
政
府
に
招
請
さ
れ
、

中
国
で
法
政
人
才
を
養
成
し
て
い
た
岡
田
朝
太
郎
は
、
そ
れ
が
執
筆
し
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
「
中
国
版
」『
法
学
通
論
』
を
、
法

学
専
攻
者
向
け
の
も
の
と
位
置
づ
け
、
法
学
の
基
本
概
念
を
内
容
と
す
る
総
論
の
み
を
講
じ
、
各
論
部
分
を
排
除
し
た
。
と
い
う
の
も
、

清
末
中
国
に
は
ま
だ
西
洋
式
／
新
式
法
典
が
な
か
っ
た
た
め
、
各
論
で
各
種
の
国
家
法
を
述
べ
が
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
末
の
京

師
お
よ
び
各
省
の
法
政
学
堂
の
「
予
科
」
は
、
法
学
徒
の
た
め
に
「
入
門
の
カ
ギ
、
高
み
に
登
る
た
め
の
階
梯
」
の
法
学
通
論
を
開
講

し
た
。
当
時
は
ま
た
明
治
日
本
の
織
田
萬
書
の
よ
う
に
、
総
論
と
各
論
を
含
む
法
学
通
論
書
の
中
国
語
訳
書
が
流
通
し
て
い
た
。
そ
う

し
た
書
の
各
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
近
代
西
洋
法
は
実
は
日
本
法
で
あ
り
、
中
国
の
読
者
は
ま
た
日
本
が
漢
字
に
よ
り
創
設
し
た
法
律
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専
門
用
語
お
よ
び
そ
の
意
味
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
中
国
の
新
式
法
学
の
一
部
と
理
解
す
る
向
き
が
あ
っ
た
。

　

民
国
中
国
の
北
洋
政
府
期
に
お
い
て
は
、
大
学
ま
た
は
法
政
専
門
学
校
の
法
律
・
政
治
・
経
済
学
科
に
お
け
る
法
学
通
論
は
、
こ
れ

ら
法
学
専
攻
者
の
予
備
的
科
目
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
大
学
の
予
科
で
開
講
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
が
継
受
し
よ
う
と
し

た
西
洋
式
の
法
律
を
知
る
こ
と
し
か
要
求
せ
ず
、
高
度
な
法
学
の
素
養
を
求
め
な
か
っ
た
教
育
機
関
ま
た
は
大
学
の
科
・
系
で
は
、
簡

要
な
法
学
の
基
本
概
念
を
提
供
す
る
法
学
通
論
を
正
規
科
目
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、
中
国
で
は
な
お
西
洋
式
法
典
が
施
行
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
中
国
の
法
学
通
論
書
（
例
え
ば
朝
陽
大
学
法
律
科
講
義
）
は
、
な
お
清
末
を
踏
襲
し
て
通
常
は
総
論
部
分
し

か
な
く
、
し
か
も
記
述
内
容
は
突
き
詰
め
る
と
欧
米
の
法
学
理
論
お
よ
び
法
で
あ
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
そ
れ
が
日
本
の
法
学
通
論
の

影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
隠
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

一
九
二
八
年
に
国
民
政
府
が
政
権
の
座
に
就
い
た
後
、
法
律
・
政
治
・
経
済
専
攻
者
に
と
っ
て
従
来
は
予
科
の
必
修
で
あ
っ
た
法
学

通
論
は
、
法
学
院
各
系
一
年
次
の
予
科
の
機
能
を
担
う
共
通
必
修
科
目
に
列
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
は
非
法
学
専
攻
者
に
国
家
法
の

概
要
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
法
律
職
の
国
家
試
験
に
お
い
て
は
法
学
通
論
が
全
く
出
題

さ
れ
な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
圧
倒
的
多
数
の
文
官
試
験
に
も
こ
の
試
験
科
目
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
に
は
す
で

に
各
種
の
近
代
的
法
典
が
あ
っ
た
た
め
、
か
つ
て
日
本
的
色
彩
に
充
ち
て
い
た
法
学
通
論
は
党
国
化
を
含
む
中
国
化
が
進
み
、
少
な
く

と
も
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
際
に
は
中
国
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
試
験
が
教
育
を
牽
引
す
る
状
況
下
で
、
そ
れ
に
対

す
る
学
界
の
重
視
の
程
度
は
北
洋
政
府
期
よ
り
も
低
か
っ
た
。
し
か
も
、
当
時
の
中
国
の
法
学
通
論
の
構
成
お
よ
び
比
較
的
抽
象
的
な

法
の
一
般
原
理
・
原
則
は
、
清
末
民
初
に
お
い
て
一
九
〇
〇
年
代
明
治
日
本
を
模
倣
し
た
も
の
の
延
長
で
あ
っ
た
た
め
、
法
学
専
攻
者

に
と
っ
て
は
深
み
が
足
り
ず
、
ま
た
非
法
学
専
攻
者
に
と
っ
て
は
曖
昧
に
す
ぎ
、
ま
た
は
分
か
り
づ
ら
い
と
さ
れ
た
。
一
九
四
二
年
、

戦
時
下
の
重
慶
政
府
教
育
部
は
、
法
学
通
論
を
廃
止
し
、
別
に
法
学
院
各
学
系
（
す
な
わ
ち
法
律
・
政
治
・
経
済
学
系
）
の
共
通
必
修
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科
目
と
し
て
「
法
学
緒
論
」
を
開
設
す
る
と
決
議
し
、
そ
れ
は
法
学
の
一
般
原
理
の
講
述
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
り
、
他
の
諸
法
の

概
要
に
は
触
れ
な
い
と
し
た
。
換
言
す
る
と
、
法
律
・
政
治
・
経
済
専
攻
者
の
予
科
に
お
い
て
総
論
部
分
し
か
な
い
法
学
通
論
を
必
修

と
し
て
い
た
北
洋
政
府
期
に
回
帰
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
戦
後
初
期
、
日
・
中
の
一
九
〇
〇
年
代
の
「
総
論
四
編
」
構
成
か
ら

遠
く
離
れ
て
い
な
い
法
学
通
論
書
が
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
現
れ
、
法
学
一
年
次
生
の
教
材
と
し
て
大
学
に
採
用
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

一
般
人
に
法
治
観
念
を
普
及
す
る
た
め
の
読
本
と
な
っ
た
。
だ
が
、
一
九
四
九
年
末
に
近
代
的
資
本
主
義
法
制
が
中
国
で
墜
ち
、
明
治

日
本
の
遺
緒
に
当
た
る
法
学
通
論
の
中
国
に
お
け
る
伝
播
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

　

一
九
四
二
年
に
民
国
中
国
が
考
案
し
た
法
学
緒
論
は
、
意
外
に
も
一
九
四
九
年
二
月
に
台
湾
大
学
法
律
学
系
に
着
任
し
た
梅
仲
協
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
上
述
の
民
国
中
国
の
「
法
学
通
論
」
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
台
湾
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
先
述
の
一
九
四
二

年
の
教
育
部
決
議
に
参
与
し
た
梅
仲
協
は
、
一
九
四
九
年
二
月
か
ら
始
ま
っ
た
一
九
四
八
学
年
度
後
期
に
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
に
お

い
て
初
め
て
一
年
次
必
修
の
「
法
学
緒
論
」
を
開
講
し
た
。
台
湾
大
学
法
律
学
系
は
一
九
四
九
学
年
度
か
ら
、「
一
年
次
の
法
学
緒
論

で
入
門
し
、
四
年
次
の
法
理
学
で
総
括
す
る
」
必
修
課
程
モ
デ
ル
を
確
立
し
、
一
九
五
〇
学
年
度
に
は
、
法
学
緒
論
は
す
で
に
台
湾
大

学
法
学
院
の
法
律
・
政
治
・
経
済
の
三
学
系
の
必
修
科
目
で
あ
っ
た
（
一
九
五
七
学
年
度
に
は
商
学
系
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
）。
こ
こ

で
実
現
し
た
一
九
四
二
年
の
教
育
部
決
議
は
、
戦
前
の
「
法
律
・
政
治
・
経
済
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
下
に
お
け
る
「
法
科
」
が
予
科
（
一

年
次
共
通
科
目
）
に
お
い
て
法
学
通
論
を
必
修
と
す
る
構
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
、

す
で
に
法
律
・
政
治
・
経
済
・
商
の
各
学
系
に
分
け
た
上
で
、
各
自
発
展
す
る
学
制
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
法
学
緒
論
は

法
律
学
系
で
引
き
続
き
一
年
次
必
修
科
目
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
学
系
で
は
変
更
が
加
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
必
修
と
は
さ
れ
な
く
な

っ
た
。
台
湾
大
学
法
律
学
系
が
採
用
し
た
法
学
緒
論
を
一
年
次
必
修
と
す
る
手
法
は
、
そ
の
後
台
湾
で
創
設
さ
れ
た
法
学
教
育
機
関
に

踏
襲
さ
れ
た
。
し
か
し
三
〇
年
余
り
を
経
た
一
九
八
三
年
、
台
湾
大
学
法
律
学
系
は
当
該
科
目
を
休
講
し
た
。
一
九
八
五
年
に
は
再
び
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開
講
し
た
が
、
選
択
科
目
に
改
め
ら
れ
、
今
日
に
至
る
。
こ
う
し
た
学
制
上
の
変
遷
は
、
後
述
の
法
学
緒
論
の
内
容
お
よ
び
調
整
の
有

無
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

多
く
は
中
国
出
身
で
あ
っ
た
台
湾
第
一
世
代
の
法
学
者
は
、
大
体
に
お
い
て
民
国
中
国
の
「
法
学
通
論
」
の
議
論
枠
組
み
と
内
容
を

踏
襲
し
て
「
法
学
緒
論
」
を
講
述
し
、
ま
た
は
編
集
・
執
筆
す
る
と
共
に
、
比
較
的
多
数
が
総
論
を
重
ん
じ
、
各
論
を
省
略
す
る
こ
と

を
期
待
し
た
教
育
部
決
議
に
従
っ
た
。
だ
が
、
梅
仲
協
は
一
年
次
必
修
の
法
学
緒
論
の
法
学
的
涵
養
を
深
め
る
た
め
、
近
代
法
学
を
塑

造
し
た
西
洋
法
思
想
史
を
講
述
し
た
。
ま
た
韓
忠
謨
の
著
作
は
法
理
学
書
と
称
し
う
る
ほ
ど
に
こ
の
点
を
詳
述
し
、
台
湾
の
法
学
緒
論

の
特
色
を
打
ち
出
し
、
台
湾
法
学
発
展
の
礎
を
築
い
た
。
こ
の
特
色
は
も
ち
ろ
ん
、
他
に
も
多
く
の
法
律
科
目
が
あ
る
法
律
学
系
一
年

次
の
学
生
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
非
法
律
学
系
の
学
生
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
蔡

蔭
恩
お
よ
び
そ
の
他
の
講
述
者
が
出
版
し
た
法
学
緒
論
書
は
、
総
論
と
各
論
の
両
方
を
備
え
、
各
論
部
分
で
は
全
て
の
法
学
分
野
を
カ

バ
ー
す
る
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
分
野
に
偏
る
か
し
て
、
非
法
律
学
系
の
特
定
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
。
さ
ら
に
梁
宇
賢
等
の
「
一
書
両

用
」
モ
デ
ル
は
、
同
様
の
内
容
で
あ
っ
た
が
、
専
攻
に
応
じ
て
自
ら
必
要
と
す
る
部
分
を
読
め
ば
よ
か
っ
た
。
た
だ
、
最
も
カ
ギ
と
な

っ
た
の
は
、
台
湾
第
二
世
代
・
第
三
世
代
の
法
学
者
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
法
学
科
目
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
き
て
い
た
が
、

法
学
界
に
お
い
て
「
鶏
肋
」
と
な
っ
て
い
た
法
学
緒
論
に
は
精
力
が
注
が
れ
ず
、
明
治
日
本
・
民
国
中
国
の
法
学
通
論
の
伝
統
的
枠
組

み
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
に
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
代
の
学
生
ま
た
は
読
者
が
身
を
置
く
時
代
や
社
会
・
国
家
と
の
距
離
は
ま
す
ま
す
広

が
っ
て
い
っ
た
。
筆
者
の
主
張
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
台
湾
版
法
学
緒
論
は
、
法
律
家
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員

に
な
ら
ん
と
す
る
者
を
対
象
と
し
、
そ
れ
が
法
的
専
門
技
能
を
学
習
す
る
際
に
必
要
と
な
る
基
本
概
念
ま
た
は
基
礎
知
識
を
提
供
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
人
文
社
会
系
の
研
究
者
ま
た
は
一
般
国
民
の
法
律
知
識
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
そ
の
他
の
内
容
の
作
品
に
よ
り
満

足
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
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同
時
期
の
中
国
国
民
政
府
の
非
法
律
職
の
国
家
試
験
に
お
い
て
、
試
験
科
目
に
法
学
通
論
が
あ
っ
た
の
は
農
林
行
政
人
員
高
等
試
験
だ
け
で

あ
っ
た
。

今
日
の
台
湾
大
学
図
書
館
に
は
一
九
四
六
年
ま
た
は
一
九
四
七
年
に
中
国
で
出
版
さ
れ
た
法
学
通
論
書
が
数
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

朱
祖
貽
・
前
掲
注
（
9
）、
何
任
清
・
前
掲
注
（
9
）、
楼
桐
孫
・
前
掲
注
（
9
）
で
あ
る
（http://w

w
w

.lib.ntu.edu.tw
/

参
照
。
最
終
ア
ク

セ
ス
日
：
二
〇
一
八
年
八
月
九
日
）。

一
九
四
七
学
年
度
か
ら
二
〇
〇
三
学
年
度
ま
で
の
台
湾
大
学
の
科
目
表
（
科
目
名
、
必
修
／
選
択
、
通
年
／
半
期
、
単
位
数
、
担
当
教
員

等
）
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
上
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
台
湾
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
よ

る
（http://course.lib.ntu.edu.tw

/?q=taxonom
y/term

/169%
20215%

20384%
20382%

20381%
20383%

20223%
20220%

20216%
20

224%
20222%

20218%
20225%

20219%
20221%

20217%
20448%

20446%
20447

参
照
。
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
八
年
八
月
九
日
）。

王
泰
升
「
論
台
湾
法
学
教
育
的
発
展
與
省
思
」
同
・
前
掲
注
（
3
）
三
三
四
頁
参
照
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
一
二
頁
、
陳
宝
川
口
述
、
卓
遵
宏
・
欧
素
瑛
訪
問
、
欧
素
瑛
記
録
整
理
『
陳
宝
川
先
生
訪
談
録
』（
国
史
館
、
一

九
九
九
年
）
四
六
、
五
八
〜
六
二
頁
参
照
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
六
〇
頁
参
照
。

管
欧
編
『
法
学
緒
論
』（
管
欧
、
四
版
、
一
九
五
八
年
）
三
頁
の
注
（
3
）
参
照
。

程
波
・
前
掲
注
（
8
）
二
七
一
、
二
七
三
頁
参
照
。

先
述
の
よ
う
に
、
教
育
部
が
一
九
四
二
年
一
〇
月
に
改
定
し
た
法
律
学
系
必
修
科
目
表
は
、
一
年
次
に
「
法
学
緒
論
」
を
配
置
す
る
一
方
で
、

「
党
義
」
を
配
置
し
な
か
っ
た
。
国
民
党
政
権
は
中
央
政
府
が
台
湾
に
移
転
し
て
き
た
ば
か
り
の
一
九
五
〇
年
、「
憲
法
施
行
」
を
宣
明
し
た
状

況
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訓
政
時
期
の
「
党
義
」
に
相
当
す
る
「
三
民
主
義
」
を
復
活
さ
せ
た
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
一
五
〜
一
六
頁
参
照
。

梅
仲
協
の
こ
の
系
主
任
任
期
中
に
、
王
伯
琦
が
代
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
一
四
頁
参
照
）。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
204
）
三
三
五
〜
三
三
六
頁
参
照
。

法
学
緒
論
が
必
修
科
目
で
あ
っ
た
時
期
に
お
い
て
は
通
常
、
法
学
ク
ラ
ス
と
司
法
ク
ラ
ス
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
教
員
が
一
ク
ラ
ス
開

講
し
て
い
た
。
当
時
、
最
も
多
く
法
学
緒
論
を
担
当
し
た
の
は
韓
忠
謨
・
馬
漢
宝
で
あ
っ
た
。
法
学
緒
論
が
一
九
八
五
学
年
度
か
ら
選
択
科
目
と

（
201
）

（
202
）

（
203
）

（
204
）

（
205
）

（
206
）

（
207
）

（
208
）

（
209
）

（
210
）

（
211
）

（
212
）

（
213
）
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な
っ
た
後
は
、
林
文
雄
が
一
ク
ラ
ス
だ
け
開
講
し
た
。
一
九
八
九
学
年
度
に
な
り
、
林
文
雄
と
林
子
儀
が
そ
れ
ぞ
れ
一
ク
ラ
ス
ず
つ
開
講
し
、
一

九
九
四
学
年
度
か
ら
は
林
文
雄
・
李
茂
生
・
王
泰
升
が
そ
れ
ぞ
れ
一
ク
ラ
ス
ず
つ
開
講
し
、
こ
の
体
制
が
数
年
続
い
た
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
204
）
三
四
五
〜
三
五
七
頁
参
照
。

林
紀
東
『
法
学
通
論
（
国
民
基
本
知
識
叢
書
）』（
遠
東
図
書
公
司
、
一
九
五
三
年
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

林
紀
東
・
前
掲
注
（
215
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

林
紀
東
・
前
掲
注
（
174
）
一
〜
一
八
七
頁
、
林
紀
東
・
前
掲
注
（
215
）
一
〜
二
一
八
頁
参
照
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
六
一
頁
参
照
。

林
紀
東
編
『
法
学
緒
論
』（
国
立
編
訳
館
、
一
九
七
二
年
）。

楼
桐
孫
・
前
掲
注
（
10
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

何
任
清
・
前
掲
注
（
10
）
の
「
本
書
簡
介
」
参
照
。
一
九
四
五
年
版
と
比
べ
て
、
増
訂
版
の
主
な
加
筆
修
正
箇
所
は
「
第
一
編　

法
学
」
の

「
第
三
章　

法
理
学
之
研
究
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
段
落
が
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
見
出
し
と
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
手

が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

梅
仲
協
・
前
掲
注
（
167
）
の
「
序
」
一
頁
。

梅
仲
協
が
台
湾
大
学
法
律
学
系
に
お
い
て
最
後
に
法
学
緒
論
を
講
義
し
た
の
は
一
九
五
四
学
年
度
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
一
九
五
五
年
六

月
ま
で
の
後
期
で
あ
っ
た
。
同
書
は
一
九
五
四
年
出
版
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
梅
が
必
修
科
目
と
し
て
の
法
学
緒
論
を
講
義
し
て
い
た
期
間
内
に

完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

梅
仲
協
・
前
掲
注
（
167
）
一
五
七
〜
一
八
四
頁
参
照
。
も
っ
と
も
私
見
で
は
、
梅
仲
協
が
同
書
に
お
い
て
先
秦
法
思
想
と
呼
ん
だ
老
子
・
管

子
・
儒
家
・
韓
非
子
は
、
実
は
か
つ
て
の
「
中
原
」
の
東
ア
ジ
ア
文
化
体
（
漢
字
文
化
圏
）
の
一
部
に
属
す
る
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
よ
う
や
く
近
代
的
主
権
国
家
の
形
態
で
現
れ
た
中
国
・
日
本
・
韓
国
が
共
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
近
代
的
意
味
に
お
け
る
中
国
の

「
特
色
」
で
は
な
い
。
明
治
日
本
は
中
原
文
明
の
漢
学
を
受
け
継
い
で
き
た
こ
と
か
ら
、
法
思
想
と
関
係
す
る
中
原
の
典
籍
か
ら
適
切
な
漢
字
を

探
し
出
し
て
新
た
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
西
洋
に
由
来
す
る
法
律
専
門
用
語
・
概
念
を
翻
訳
し
た
。

管
欧
は
一
九
三
〇
年
に
朝
陽
大
学
法
律
系
を
卒
業
し
、
一
九
三
一
年
か
ら
行
政
院
に
奉
職
し
て
三
〇
年
余
り
経
ち
、
一
九
六
七
年
に
司
法
院

大
法
官
に
任
じ
ら
れ
た
。
か
つ
て
広
州
法
学
院
、
東
呉
大
学
、
中
興
大
学
法
商
学
院
、
軍
法
学
校
、
政
治
作
戦
学
校
、
中
央
警
官
学
校
、
中
国
文

（
214
）

（
215
）

（
216
）

（
217
）

（
218
）

（
219
）

（
220
）

（
221
）

（
222
）

（
223
）

（
224
）

（
225
）
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　

化
学
院
等
で
教
鞭
を
執
っ
た
（
中
華
民
国
当
代
名
人
録
編
輯
委
員
会
編
『
中
華
民
国
当
代
名
人
録
（
第
二
冊
）』（
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
八

年
）
一
〇
〇
二
頁
参
照
）。
一
九
五
五
年
当
時
、
管
欧
が
台
湾
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
学
校
に
お
い
て
法
律
系
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
は
、
東
呉

大
学
と
中
興
大
学
法
商
学
院
だ
け
で
あ
っ
た
。

管
欧
・
前
掲
注
（
207
）
三
頁
の
注
（
3
）。

管
欧
・
前
掲
注
（
207
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

鄭
玉
波
は
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
台
湾
省
立
法
商
学
院
講
師
・
副
教
授
を
経
て
、
一
九
五
八
年
に
政
治
大
学
副
教
授
に
、
一
九
六

一
年
に
台
湾
大
学
法
律
学
系
副
教
授
に
任
じ
ら
れ
、
一
九
六
五
年
に
教
授
と
な
っ
た
。
輔
仁
大
学
・
中
国
文
化
学
院
・
財
務
学
校
・
銘
伝
商
専
等

の
教
授
お
よ
び
司
法
官
訓
練
所
講
座
を
兼
任
し
た
。
一
九
七
六
年
に
司
法
院
大
法
官
に
任
じ
ら
れ
た
（
中
華
民
国
当
代
名
人
録
編
輯
委
員
会
編

『
中
華
民
国
当
代
名
人
録
（
第
一
冊
）』（
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
）
一
八
〇
頁
参
照
）。

鄭
玉
波
編
『
法
律
学
概
論
』（
三
民
書
局
、
一
九
五
六
年
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

鄭
玉
波
編
『
法
学
緒
論
』（
三
民
書
局
、
三
版
、
一
九
六
五
年
）
の
「
再
版
序
」
一
頁
参
照
。
な
お
再
版
の
出
版
年
は
一
九
六
二
年
で
あ
る
。

鄭
玉
波
（
黄
宗
楽
修
訂
）『
法
学
緒
論
（
修
訂
新
版
）』（
三
民
書
局
、
一
五
版
、
一
九
九
九
年
）
の
「
作
者
簡
介
」
参
照
。

鄭
玉
波
（
黄
宗
楽
修
訂
）・
前
掲
注
（
231
）
の
「
修
訂
版
序
」
一
頁
参
照
。

梅
謙
次
郎
は
一
九
一
〇
年
、
日
韓
併
合
の
二
日
前
に
逝
去
し
た
（
潮
見
・
利
谷
・
前
掲
注
（
36
）
八
九
頁
参
照
）。

蔡
蔭
恩
『
法
学
緒
論
』（
蔡
蔭
恩
、
修
訂
三
版
、
一
九
七
四
年
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

蔡
蔭
恩
・
前
掲
注
（
234
）
の
「
自
序
」
二
頁
。

蔡
蔭
恩
・
前
掲
注
（
234
）
一
〜
二
七
一
頁
参
照
。

台
湾
大
学
の
科
目
表
に
よ
れ
ば
、
韓
忠
謨
は
一
九
六
〇
学
年
度
か
ら
法
律
学
系
法
学
ク
ラ
ス
の
法
学
緒
論
（
必
修
）
を
担
当
し
、
最
後
に
担

当
し
た
の
は
一
九
八
〇
学
年
度
で
あ
っ
た
。
通
年
科
目
で
あ
っ
た
た
め
、
講
義
は
後
期
ま
で
続
き
、
一
九
八
一
年
七
月
三
一
日
ま
で
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
一
九
六
二
学
年
度
の
担
当
教
員
に
つ
い
て
の
み
「
韓
忠
謨
（
何
尚
先
代
行
）」
と
注
記
さ
れ
、
ま
た
一
九
六
六
学
年
度
の
同
ク
ラ
ス
の

担
当
教
員
は
翁
岳
生
に
交
替
し
た
が
、
他
は
い
ず
れ
も
韓
忠
謨
が
担
当
し
た
。
同
時
期
の
法
律
学
系
司
法
ク
ラ
ス
の
法
学
緒
論
に
つ
い
て
は
、
大

半
は
馬
漢
宝
が
担
当
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
一
・
一
九
八
二
学
年
度
の
法
学
ク
ラ
ス
の
法
学
緒
論
は
、
楊
日
然
が
担
当
し
た
。
一
九
八
三
・
一

九
八
四
学
年
度
、
法
律
学
系
は
法
学
緒
論
を
休
講
と
し
、
一
九
八
五
学
年
度
に
選
択
科
目
と
し
て
法
学
緒
論
を
開
き
、
林
文
雄
が
担
当
し
た
。

（
226
）

（
227
）

（
228
）

（
229
）

（
230
）

（
231
）

（
232
）

（
233
）

（
234
）

（
235
）

（
236
）

（
237
）
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韓
忠
謨
・
前
掲
注
（
7
）
の
「
自
序
」
一
〜
二
頁
。

台
湾
大
学
の
科
目
表
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
系
／
学
院
で
法
学
緒
論
を
主
に
担
当
し
た
の
は
、
当
初
は
梅
仲
協
、
次
い
で
韓
忠
謨
お
よ
び
馬
漢

宝
で
あ
り
、
そ
し
て
林
文
雄
、
あ
る
い
は
基
礎
法
学
講
座
の
教
員
と
い
え
、
こ
れ
に
は
王
泰
升
、
顔
厥
安
、
陳
妙
芬
、
陳
昭
如
、
簡
資
修
、
荘
世

同
が
含
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
時
期
に
よ
っ
て
は
基
礎
法
学
講
座
以
外
の
教
員
が
担
当
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
ま
た
王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
五
一

頁
参
照
）。

韓
忠
謨
・
前
掲
注
（
7
）
一
七
八
〜
二
九
〇
頁
参
照
。

王
泰
升
・
前
掲
注
（
55
）
六
三
頁
参
照
。

韓
忠
謨
・
前
掲
注
（
7
）
一
九
九
頁
参
照
。

中
興
大
学
法
商
学
院
法
律
学
系
を
卒
業
し
た
学
者
に
よ
る
李
岱
教
授
の
長
寿
を
祝
っ
た
論
文
集
と
し
て
、
劉
幸
義
主
編
『
法
学
理
論
與
文

化
：
李
岱
教
授
祝
壽
論
文
集
』（
新
学
林
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

李
岱
『
法
学
緒
論
』（
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
六
六
年
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

姚
淇
清
は
民
国
中
国
に
お
い
て
教
育
を
受
け
た
後
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
イ
エ
ー
ル
大
学
法
学
博
士
号
（
Ｊ
Ｓ
Ｄ
）
を
取
得
し
、
一
九
五

〇
年
に
台
湾
に
戻
っ
て
台
湾
大
学
政
治
系
に
奉
職
し
、
前
後
し
て
東
呉
大
学
、
中
興
大
学
、
文
化
大
学
等
の
法
律
系
教
授
を
兼
任
し
た
。
一
九
五

七
年
に
教
育
部
国
際
合
作
委
員
会
主
任
委
員
、
一
九
六
一
年
に
教
育
部
高
等
教
育
司
長
、
一
九
六
二
年
に
教
育
部
次
長
に
任
じ
ら
れ
た
。
一
九
六

六
年
に
パ
リ
の
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
大
使
・
常
任
代
表
に
任
じ
ら
れ
た
。
一
九
七
二
年
に
帰
国
し
て
台
湾
大
学
法
学
院

に
奉
職
し
、
一
九
七
五
年
に
同
院
長
に
任
じ
ら
れ
た
（
中
華
民
国
当
代
名
人
録
編
輯
委
員
会
編
・
前
掲
注
（
225
）
七
三
六
頁
参
照
）。

劉
得
寛
は
日
本
統
治
を
経
験
し
た
本
省
人
・
客
家
人
で
あ
り
、
幼
少
期
に
は
自
宅
で
日
本
語
を
話
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
に
台
湾
大
学
法

律
学
系
を
卒
業
し
、
一
九
六
八
年
に
日
本
の
東
北
大
学
法
学
博
士
号
を
取
得
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
（
一
九
七
一
〜
七
二
年
）、

ド
イ
ツ
・
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
（
一
九
七
六
〜
七
七
、
七
九
年
）
で
在
外
研
究
を
し
た
。
博
士
号
取
得
後
に
台
湾
に
戻
り
、
政
治
大
学
、
台
湾

大
学
、
文
化
大
学
、
輔
仁
大
学
、
東
呉
大
学
、
東
海
大
学
、
中
央
警
官
学
校
で
教
授
を
歴
任
し
た
。
一
九
八
七
年
に
日
本
の
東
海
大
学
の
法
学
教

授
に
就
任
し
た
（
劉
得
寛
・
前
掲
注
（
14
）
の
「
著
者
簡
介
」、
客
家
委
員
会
「
海
外
客
家
人
奮
闘
故
事
，
日
本
：
劉
得
寛
」（http://w

w
w

.
randl.com

.tw
/hakka/pro.php?m

ain_id=5&
m

id_id=34&
cate_id=91

。
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
八
年
八
月
一
三
日
）
参
照
）。

梁
宇
賢
は
日
本
統
治
を
経
験
し
た
本
省
人
で
あ
り
、
国
立
中
興
大
学
法
商
学
院
法
学
士
・
法
学
修
士
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
イ
ア
ミ
大
学

（
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）

（
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）

（
240
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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東アジアにおける法学の伝播経路（三・完）　

で
法
学
修
士
号
、［
范
諾
曼
］〔
原
文
不
明
〕
大
学
で
法
学
博
士
号
を
取
得
し
た
後
、
一
九
七
六
年
か
ら
国
立
中
興
大
学
法
商
学
院
に
奉
職
し
た
。

梁
宇
賢
は
同
書
の
一
頁
を
割
い
て
「
紀
念
先
師　

李
肇
偉
教
授
」
と
記
し
た
上
で
、「
自
序
」
に
お
い
て
も
李
肇
偉
の
創
見
を
宣
揚
し
た
（
梁
宇
賢

『
法
学
緒
論
』（
梁
宇
賢
、
一
九
九
六
年
）
の
「
自
序
」、「
作
者
簡
介
」
参
照
）。
李
肇
偉
は
広
西
大
学
卒
業
後
に
フ
ラ
ン
ス
で
法
学
博
士
号
を
取

得
し
、
広
西
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
中
華
民
国
政
府
の
台
湾
移
転
に
伴
い
台
湾
に
移
住
し
、
ま
ず
教
育
部
編
審
に
任
じ
ら
れ
、
一

九
五
三
年
か
ら
台
湾
省
立
法
商
学
院
専
任
教
授
と
な
り
、
一
九
七
九
年
に
は
中
興
法
商
学
院
法
律
学
系
教
授
と
し
て
定
年
を
迎
え
、
同
年
に
逝
去

し
た
（
国
立
台
北
大
学
校
史
館
「
傑
出
校
友
専
輯
：
李
肇
偉
」（https://drive.google.com

/file/d/0B0lE_-vG1hdBN
zk0aX

dQ
eX

dCV
1E/

view

。
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
一
八
年
八
月
一
四
日
）
参
照
）。

王
海
南
は
ド
イ
ツ
・
ボ
ン
大
学
法
学
博
士
で
あ
り
、
政
治
大
学
法
律
系
副
教
授
で
あ
っ
た
（
当
時
。
以
下
同
じ
）。
李
太
正
は
政
治
大
学
法

学
修
士
で
あ
り
、
国
防
管
理
学
院
法
律
系
講
師
で
あ
っ
た
。
法
治
斌
は
ア
メ
リ
カ
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
法
学
博
士
で
あ
り
、
政
治
大
学
法
律
系
教

授
で
あ
っ
た
。
陳
連
順
は
台
湾
大
学
法
学
博
士
候
補
者
で
あ
り
、
国
防
管
理
学
院
法
律
系
講
師
で
あ
っ
た
。
顔
厥
安
は
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大

学
法
学
博
士
で
あ
り
、
政
治
大
学
法
律
系
副
教
授
で
あ
っ
た
（
王
海
南
ほ
か
・
前
掲
注
（
14
）
の
「
作
者
簡
介
」
参
照
）。
著
者
の
出
身
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
省
人
も
い
れ
ば
、
外
省
人
も
い
る
。

こ
こ
で
は
中
華
民
国
の
法
制
度
あ
る
い
は
法
秩
序
を
「
規
範
的
事
実
」
と
し
て
観
察
し
て
お
り
、
そ
の
法
律
上
の
宣
明
が
何
か
を
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
り
、
台
湾
が
一
九
四
九
年
以
降
に
事
実
上
の
国
家
を
形
成
し
て
き
た
と
い
う
「
政
治
的
事
実
」
と
対
比
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
王
泰
升

『
台
湾
法
律
史
概
論
』（
元
照
、
五
版
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
七
頁
参
照
）。

王
海
南
ほ
か
・
前
掲
注
（
14
）
七
八
、
八
一
〜
八
二
頁
。

王
海
南
ほ
か
『
法
学
入
門
』（
元
照
、
五
版
（
修
訂
版
）、
二
〇
〇
三
年
）
六
七
〜
七
一
頁
参
照
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
同
書
の
第
七
版
（
二
〇

〇
六
年
）
は
「
わ
が
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
継
受
過
程
」
に
お
け
る
「
わ
が
国
」
を
「
中
国
」
に
改
め
、
本
文
中
の
「
中
央
政
府
の
台
湾
移
転

後
」
を
「
国
民
政
府
の
台
湾
移
転
後
」
に
改
め
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
四
九
年
当
時
の
中
華
民
国
法
制
に
お
い
て
は
す
で
に
「
国
民
政
府
」
は
な

か
っ
た
た
め
、「
中
華
民
国
（
中
央
）
政
府
」
の
台
湾
移
転
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
王
泰
升
・
前
掲
注
（
249
）
一
三
六
頁
参
照
）。

王
海
南
ほ
か
『
法
学
入
門
』（
元
照
、
一
五
版
、
二
〇
一
六
年
）
七
一
頁
参
照
。
一
四
版
（
二
〇
一
四
年
）
の
「
序
言
」
の
日
付
は
二
〇
一

四
年
七
月
三
一
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
改
版
は
二
〇
一
四
年
の
「
ひ
ま
わ
り
学
生
運
動
」
発
生
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
原
文
に
つ
い
て

は
一
四
版
（
二
〇
一
四
年
）
七
一
頁
参
照
）。

（
248
）

（
249
）
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）
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）

（
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）
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翻　　　訳

陳
恵
馨
は
ド
イ
ツ
・
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
法
学
博
士
で
あ
り
、
政
治
大
学
法
学
院
専
任
教
授
で
あ
る
（
陳
恵
馨
『
法
学
概
論
』（
三
民

書
局
、
一
五
版
、
二
〇
一
七
年
）
の
「
作
者
簡
介
」
参
照
）。

陳
恵
馨
・
前
掲
注
（
14
）
の
「
自
序
」
一
頁
。

第
一
編
は
計
一
〇
九
頁
、
第
二
編
は
計
二
五
八
頁
で
あ
っ
た
（
陳
恵
馨
・
前
掲
注
（
14
）
一
〜
三
七
〇
頁
参
照
）。

台
湾
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
界
の
期
待
す
る
国
際
的
な
知
的
財
産
権
訴
訟
を
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
裁
判
官
・
検
察
官
・
弁
護
士
、
企
業
界
の

期
待
す
る
ウ
ォ
ー
ル
街
の
弁
護
士
に
匹
敵
す
る
人
材
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
界
・
医
学
界
の
期
待
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
実
務
経
験
・
医
師
臨
床
研
修
経
験

を
兼
ね
備
え
た
法
律
家
、
特
に
一
般
人
の
期
待
す
る
社
会
の
実
状
を
洞
悉
し
、
社
会
の
公
義
や
人
権
の
た
め
に
身
を
挺
す
る
裁
判
官
・
検
察
官
・

弁
護
士
で
あ
る
。
事
実
上
、
い
ず
れ
も
が
法
学
用
語
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
知
識
体
系
を
運
用
す
る
高
度
な
能
力
を
法
律
家
が
有
し
て
い
る
か
否
か

に
帰
結
す
る
。

台
湾
の
高
等
学
校
に
お
け
る
法
教
育
お
よ
び
近
年
の
「
市
民
と
社
会
」
課
程
要
綱
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
洪
瑞
筠
「
台
湾
高
中
法
治

教
育
内
容
的
法
律
程
序
管
制
史
」（
国
立
台
湾
大
学
法
律
学
系
修
士
論
文
、
二
〇
一
八
年
）
一
〜
二
四
五
頁
参
照
。

王
澤
鑑
『
法
律
思
維
與
民
法
実
例
：
請
求
権
基
礎
理
論
体
系
』（
王
慕
華
、
一
九
九
九
年
）
二
三
七
〜
三
三
一
頁
参
照
。Chisholm

,Richard
&

N
ettheim

,Garth,U
nderstanding Law

, 4th ed.,Sydney:Butterw
orths,1992,pp.22-33,36-46,64-76,106-107.
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